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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を二次元的に走査しながら投受光することにより回転角度毎に物体までの距離を計測
し、予め設定された二次元的又は三次元的な保護領域内の物体からの光により該保護領域
内の物体の存在を検出すると共にユーザが設定可能な安全機能を備えた光走査型光電スイ
ッチであって、
　少なくとも第１、第２の複数の安全出力系統を備え、
　各安全出力系統毎に前記安全機能をユーザが設定可能であることを特徴とする光走査型
光電スイッチ。
【請求項２】
　前記複数の安全出力系統の各安全出力に検査信号が時分割で異なるタイミングで重畳さ
れる、請求項１に記載の光走査型光電スイッチ。
【請求項３】
　前記光走査型光電スイッチが、その検出能力をユーザが設定可能であり、
　前記各安全出力系統毎に前記検出能力をユーザが設定可能である、請求項１又は２に記
載の光走査型光電スイッチ。
【請求項４】
　前記安全機能が、前記光走査型光電スイッチの安全出力がＯＦＦ状態からＯＮ状態に変
化するのを阻止するインターロック機能である、請求項１～３のいずれか一項に記載の光
走査型光電スイッチ。
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【請求項５】
　前記安全機能が、前記光走査型光電スイッチの光軸の全部又は一部の光軸を一時的に無
効化するミューティング機能である、請求項１～４のいずれか一項に記載の光走査型光電
スイッチ。
【請求項６】
　各安全出力系統毎に、前記安全出力において不許可を示す安全信号に固定するか否かを
ユーザが設定可能である、請求項５に記載の光走査型光電スイッチ。
【請求項７】
　前記光走査型光電スイッチが、さらに、各安全出力系統毎に前記保護領域をユーザの設
定によって別々に割り当てるように構成されている、請求項１～６のいずれか一項に記載
の光走査型光電スイッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は安全光電スイッチに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１、２に見られるように、光を二次元的に走査して物体を検出すると共にこの
物体の位置を検出する光走査型光電スイッチが知られている。この光走査型光電スイッチ
は、安全スキャナ、セーフティレーザスキャナ等とも呼ばれている通り、危険源としての
機械やロボットなどの周囲に保護領域を設けて、この保護領域に作業者等が侵入したとき
に、危険源に動作不許可の安全信号を出力する。
【０００３】
　安全機器としての光電スイッチとしては、上記の光走査型光電スイッチに限らず多光軸
光電スイッチや一光軸の光電スイッチが知られている。多光軸光電スイッチは保護領域の
入口にライトカーテンを形成するのに用いられており、この多光軸光電スイッチでは、そ
の一つの安全機能として、ライトカーテンの全部又は一部のエリアを一時的に無効化する
ブランキング機能が用意されている。このブランキング機能は、光軸数を指定するフロー
ティングブランキング機能と、光軸番号を指定する固定ブランキング機能とが知られてい
る(特許文献３、４)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平４－３１０８９０号公報
【特許文献２】特開０３－１７５３９０号公報
【特許文献３】特開２００２－２９６３６１号公報
【特許文献４】特開２００３－２０１４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　例えば一つの危険領域に複数の危険源が存在する場合、各危険源毎に光電スイッチを配
備して各危険源毎に作業者の安全を確保する、というのが従来の基本的な考え方であり、
その上で、一つの光電スイッチの出力を複数の安全制御に使う場合には、上述した安全リ
レー装置や安全ＰＬＣを使うというのが従来の基本的な考え方であった。
【０００６】
　安全ＰＬＣは、ユーザによるプログラミングを許容して様々な制御が可能である点で汎
用性を有するものの、安全確認という観点に立脚するならば、ユーザが作成したプログラ
ムの確認に他の機器が必要であるなどの煩わしさがある。また、別の観点から見ると、一
つの危険領域に仮に複数の危険源が存在したとしても、一つの危険領域であることに違い
はなく、この一つの危険領域の安全を確保するのに複数の光電スイッチを配備するのはユ
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ーザにとって費用の観点から好ましいことではない。
【０００７】
　また、光走査型光電スイッチの特有の問題として、この光走査型光電スイッチは光で広
範囲に亘って走査することから、一つの危険領域に複数の光走査型光電スイッチを配備し
たときには、これらの光走査型光電スイッチ間で干渉の問題が発生する可能性がある。勿
論、光走査型光電スイッチの配置において、その設置位置や高さを調整することで干渉の
問題を解消できるものの、このことは光走査型光電スイッチの配置に関して制限事項とな
ることを意味し、例えば同じ高さで同じ平面を保護できないという問題が発生する。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、光電スイッチの安全機能を損なうことなく且つ光電スイッチ
の安全機器本来の保護機能の確保を担保しつつユーザのコスト負担を軽減することのでき
る光電スイッチを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の技術的課題は、本発明によれば、
　光を二次元的に走査しながら投受光することにより回転角度毎に物体までの距離を計測
し、予め設定された二次元的又は三次元的な保護領域内の物体からの光により該保護領域
内の物体の存在を検出すると共にユーザが設定可能な安全機能を備えた光走査型光電スイ
ッチであって、
　少なくとも第１、第２の複数の安全出力系統を備え、
　各安全出力系統毎に前記安全機能をユーザが設定可能であることを特徴とする光走査型
光電スイッチを提供することにより達成される。
【００１０】
　本発明による光電スイッチによれば、一つの光電スイッチが、個別的に異なる安全機能
を設定できる複数の安全出力系統を有しているため、従来のように安全ＰＬＣを使うこと
なく複数の危険源を合理的に安全制御する一つの手段を提供することができる。
【００１１】
　本発明の好ましい実施の形態によれば、前記複数の安全出力系統の各安全出力に検査信
号が時分割で異なるタイミングで重畳される。検査信号を重畳させることで、複数系統の
安全出力同士で短絡が発生したとしても故障を検知することができるため、光走査型光電
スイッチを使った安全制御の信頼性を確保することができる。
【００１２】
　また、本発明の好ましい実施の形態では、
　　前記光走査型光電スイッチが、その検出能力をユーザが設定可能であり、
　前記各安全出力系統毎に前記検出能力をユーザが設定可能である。
　この実施の形態によれば、個別的に異なる検出能力を各安全出力系統毎に設定できるた
め、従来のように安全リレー装置を使うことなく複数の危険源を合理的に安全制御するこ
とができる。
【００１３】
　安全機能として、光電スイッチの安全出力がＯＦＦ状態からＯＮ状態に変化するのを阻
止するインターロック機能を挙げることができる。また、複数の光軸でライトカーテンを
形成する多光軸光電スイッチや光走査型光電スイッチでは、ライトカーテンの全領域又は
一部の光軸を一時的に無効化するブランキング機能又はミューティング機能を安全機能と
して例示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】光走査型光電スイッチの基本的な用語を説明するための図である。
【図２】本発明に関連した光走査型光電スイッチの適用例を説明するための図である。
【図３】本発明に関連した光走査型光電スイッチの光学系の構成を説明するための図であ
る。
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【図４】図４の(a)は図３の光走査型光電スイッチの全体構成を示し、図４の（ｂ）は保
護領域と警告領域を説明するための図である。
【図５】本発明に関連した光走査型光電スイッチの外観図である。
【図６】図６の(a)は本発明に関連した光走査型光電スイッチの正面図であり、図６の(b)
はユーザインターフェース部を抽出してユーザ側から見た図である。
【図７】本発明に関連した光走査型光電スイッチの内部構造を説明するための縦断面図で
ある。
【図８】図５に関連した図であり、光走査型光電スイッチから投光窓を形成する光透過カ
バーを取り外した図である。
【図９】本発明に関連した光走査型光電スイッチの内部構造を構成する装置本体の斜視図
であり、走査ミラーが測定領域とは反対側に向いている状態を示す図である。
【図１０】図９の装置本体の断面図である。
【図１１】光走査型光電スイッチに内蔵した基準対象物として白と黒の２種類の反射率の
異なる反射面の平面図である。
【図１２】図１１の基準対象物の２つの反射面にレーザパルス光を投光した状態を示す図
である。
【図１３】保護領域や警告領域を設定するためのプログラムをインストールしたパーソナ
ルコンピュータを接続した光走査型光電スイッチを示す図である。
【図１４】保護領域を設定する機能ブロック図である。
【図１５】パーソナルコンピュータのディスプレイに表示される領域設定画面である。
【図１６】保護領域を設定する工程を説明するための図である。
【図１７】保護領域を設定する他の工程を説明するための図である。
【図１８】ミューティングエリアを設定するのに際して、先ず、保護領域を設定するとき
の領域設定画面である。
【図１９】図１８で設定した保護領域にミューティングエリアを設定する中間工程におけ
る領域設定画面である。
【図２０】ミューティングエリアが設定された保護領域を説明するための図である。
【図２１】ミューティングエリアに各種の機能及びミューティング時間などを設定するた
めのミューティング設定画面である。
【図２２】光走査型光電スイッチにミューティングエリアを設定した搬送システムの全体
構成図である。
【図２３】ミューティング機能に関連した光走査型光電スイッチの機能ブロック図である
。
【図２４】複数のミュートセンサとワークとの関係を説明するための図である。
【図２５】図２４に続いて、複数のミュートセンサとワークとの関係を説明するための図
である。
【図２６】ミューティングに関係したタイムチャートである。
【図２７】ミューティングエリアを複数設定し、ワークの種類に応じてミューティングエ
リアの切り替え制御を行うゲート構成を説明するための図である。
【図２８】図２７に関連して、比較的高さの低いワークがゲートを通過するときに比較的
高さの低いミューティングエリアが設定されることを説明するための図である。
【図２９】図２７に関連して、比較的高さの高いワークがゲートを通過するときに比較的
高さの高いミューティングエリアに切替えられることを説明するための図である。
【図３０】ゲートにワークの高さを検出するために三段階に設置高さの異なるセンサを用
意し、このセンサによって検出したワークの高さに基づいてミューティングエリアを切り
替えるゲート構成を説明するための図である。
【図３１】図３０に関連して、図３１の（ａ）は高さの低いワークを検出したときに、こ
の低いワークに対応した高さの低いミューティングエリアが設定されることを説明する図
であり、図３１の（ｂ）は中程度の高さのワークを検出したときに、この中程度の高さの
ワークに対応した中程度の高さのミューティングエリアが設定されることを説明する図で
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ある。
【図３２】図３０、図３１に関連して、図３２の（ｃ）は高さの高いワークを検出したと
きに、この高さの高いワークに対応した高さの高いミューティングエリアが設定されるこ
とを説明する図であり、図３２の（ｄ）は相対的に一番高さの高いワークを検出したとき
に、この非常に高いワークに対応した非常に高いミューティングエリアが設定されること
を説明する図である。
【図３３】走行台車に光走査型光電スイッチを設置して、走行台車が走行している通路に
応じて保護領域を切り替える例を説明するための図である。
【図３４】複数系統の出力を備えた光走査型光電スイッチの適用例を説明するための図で
ある。
【図３５】図３４に関連して２系統の出力を備えた光走査型光電スイッチの動作を説明す
るためのブロック図である。
【図３６】複数の系統の出力に安全信号に検査信号を重畳するときに、検査信号に位相を
設ける例を説明するためのタイムチャートである。
【図３７】隣接した２つの光走査型光電スイッチ間で干渉の問題が発生し易いことを説明
するための図である。
【図３８】２つの光走査型光電スイッチ間で干渉が発生したときの投光パルスのタイムチ
ャートである。
【図３９】光走査型光電スイッチの走査ミラーが回転することにより放射状にレーザ光を
投光する様子を説明するための図である。
【図４０】投光パルスの投光周期を説明するための図である。
【図４１】走査ミラーの回転周期つまりスキャン周期を説明するための図である。
【図４２】隣接する光走査型光電スイッチにおいて投光周期を異ならせることで干渉を防
止する制御例を説明するための図である。
【図４３】本発明に関連した光走査型光電スイッチの基本構成をブロック図的に示す図で
ある。
【図４４】複数の光走査型光電スイッチを相互に接続して投光タイミングに位相を設ける
ことで干渉を防止する制御例を説明するための図である。
【図４５】隣接する光走査型光電スイッチにおいて干渉を検知したときに投光タイミング
に位相を設ける制御例を説明するための図である。
【図４６】本発明が適用された光走査型光電スイッチにユーザインターフェース部に設置
した液晶表示部の表示モードの変化を説明するための図である。
【図４７】図４６のモニタモードでの表示の変遷を説明するための図である。
【図４８】図４６の設定モードでの表示の変遷を説明するための図である。
【図４９】光走査型光電スイッチに接続したディスプレイ付き端末であるパーソナルコン
ピュータを使って外乱光の発生方位をパーソナルコンピュータのディスプレイに表示でき
ることを説明するための図である。
【図５０】外乱光によるエラーを光走査型光電スイッチの液晶表示部に表示されることを
説明するための図である。
【図５１】外乱検知の具体的な手法を説明するためのフローチャートである。
【図５２】外乱の方位を指し示すインジケータを光走査型光電スイッチに設置した例を示
す図である。
【図５３】光走査型光電スイッチに内蔵した基準対象物を使って検出感度を自律的に維持
し、また、基準対象物などの汚れを光走査型光電スイッチの故障とみなすときに必要とさ
れる基準受光強度を工場出荷の際にメモリに記憶させる手順を説明するためのフローチャ
ートである。
【図５４】図５３の手順でメモリに記憶した基準受光強度を使って光走査型光電スイッチ
の検出感度を自律的に維持するための処理手順を説明するためのフローチャートである。
【図５５】光走査型光電スイッチに内蔵した基準対象物の汚れなどが発生したときに、こ
れを図５３の手順でメモリに記憶した基準受光強度を使って検出して光走査型光電スイッ
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チを安全状態に移行させる処理手順を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００１５】
　図１を参照して、一般論として、光走査型光電スイッチの基本的な用語である「測定領
域」「最大保護領域」「警告領域」「保護領域」を説明する。「最大保護領域」とは、光
走査型光電スイッチが安全規格に規定された低反射率物体から高反射率物体まで様々な反
射率の物体を検出可能な領域をいう。「測定領域」とは、光走査型光電スイッチが標準的
な反射率を備えた物体を検出可能な領域をいい、この「測定領域」は「最大保護領域」を
完全に包含する。
【００１６】
　光走査型光電スイッチは、既知のようにレーザ光などの光により最大保護領域を二次元
的に走査し、最大保護領域から反射された走査光をモニタすることでエリア内の安全を監
視するのに用いられる。
【００１７】
　上記の「測定領域」「最大保護領域」は各光走査型光電スイッチの固有のものであり、
ユーザが設定できるエリアではない。これに対して、「保護領域」「警告領域」はユーザ
が設定可能な領域であり、「保護領域」は「最大保護領域」内にだけ設定可能である。こ
れに対して「警告領域」は「測定領域」内に設定可能である。
【００１８】
　図２を参照して、本発明が適用された光走査型光電スイッチ１の最大保護領域は約４メ
ートルの半径距離の領域であり、上述したように、この約４メートルの半径距離の最大保
護領域内に限定してユーザが「保護領域」を設定することができる。
【００１９】
　「保護領域」は、機械（例えばロボット）の起動や動作を停止するための安全出力と対
応付けられており、例えば作業者がこの「保護領域」に侵入したときには光走査型光電ス
イッチ１は動作不許可を示す安全出力つまりＯＦＦ状態の出力を機械に供給する。
【００２０】
　「警告領域」は、安全出力とは対応付けられておらず機械に接近しているとして警告を
発する非安全出力(通常の出力)と対応付けられている。また、この光走査型光電スイッチ
１のスキャン角は最大２７０°であり、光走査型光電スイッチ１の後方エリアまで保護領
域及び警告領域を設定することができる。
【００２１】
　図２の例では、ロボット２の作業領域及び搬送装置が設置された領域が防護柵３で仕切
られており、この防護柵３で規定される領域においてロボット２の作業エリアに隣接する
エリアが保護領域Ａとして設定され、この保護領域Ａの監視のために光走査型光電スイッ
チ１が設置されている。保護領域Ａに例えば作業者Ｍが侵入すると直ちに光走査型光電ス
イッチ１によって検知される。なお、図２に図示の保護領域Ａは、比較的検出能力が低い
保護領域Ａ(低)と、検出能力が比較的高い保護領域Ａ(高)とが用意されている。この検出
能力の異なる２種類の保護領域Ａ(低)、Ａ(高)に関しては後に説明する複数の出力系統を
光走査型光電スイッチ１が備えている場合に効果的である。
【００２２】
　図３は、光走査型光電スイッチ１の光学系の基本構造を説明するための図である。この
図３を参照して光走査型光電スイッチ１の光学系の要素を説明する。
【００２３】
　光路:
　光走査型光電スイッチ１は、赤外線領域に含まれる波長のレーザ光によって検出が実行
される。光走査型光電スイッチ１は、レーザ光を水平面上で所定のピッチで走査し、その
反射光を受け取ることで侵入者や物体Ｍの検出を行う。
【００２４】
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　光照射手段：
　図３において参照符号ＬＤは投光素子を示す。投光素子ＬＤが出射したレーザ光Ｌ１は
、投光レンズ１０を通り、投光用の第１、第２ミラー(反射鏡)１１、１２により偏向され
て、所定の垂直の第１軸線Ｚに沿った方向において下方に向けて進む。したがって、投光
レンズ１０、投光用の第１および第２ミラー１１、１２は垂直の第１軸線Ｚに沿ってレー
ザ光Ｌ１を照射する光照射手段を構成している。投光素子ＬＤは、一定の周期で断続的に
パルス状のレーザ光Ｌ１を出射し、このレーザ光は0.36°毎に投光素子ＬＤから出射され
る。なお、当業者であれば以下の説明から理解できる通り、光走査型光電スイッチ１の検
出原理は光のコヒーレント性などレーザ光特有の性質を利用するものではない。したがっ
て、光走査型光電スイッチ１の投光源としてのレーザ光源は一例に過ぎず、このレーザ光
源に限定されることなく種々の光源を採用してもよいことは言うまでもない。ところで、
レーザダイオードは高輝度の点光源であり、パルス発光の際に高速応答性に優れている。
したがって、光走査型光電スイッチ１の光源として、レーザダイオードを好適に採用する
ことができる。
【００２５】
　光走査手段１４;
　上記の投光用第２ミラー１２によって垂直の第１軸線Ｚに沿った方向に偏向されたレー
ザ光Ｌ１は、第２ミラー１２の下方に位置する光走査手段１４に向って進む。光走査手段
１４は、垂直第１軸線Ｚに対して略４５°傾斜した状態で配設された走査ミラーで構成さ
れている。この走査ミラー１４は、垂直の第１軸線Ｚを中心に回転駆動される。光走査手
段（走査ミラー）１４は、図３では図示を省略したモータ２４(図７)によって回転駆動さ
れる。垂直の第１軸線Ｚを中心とする走査ミラー１４の回転動作によって、図４(b)の破
線で示すように、レーザ光Ｌ１は垂直の第１軸線Ｚに直交する水平面上を走査する。図４
(b)に示す参照符号Ａは、例示的に設定した「保護領域」であり、Ｂは「最大保護領域」
である。
【００２６】
　なお、走査ミラー１４は図示の例では、投光及び受光で兼用する共通の軸回転ミラーで
構成されているが、変形例として、投光と受光とを個別の走査ミラーで構成し、投光用走
査ミラーと受光用走査ミラーとを同軸に配設すると共に投光用走査ミラーと受光用走査ミ
ラーとが同じ方位に向くよう配設し、そして、これらの走査ミラーを同期して回転させる
構成を採用してもよい。
【００２７】
　受光反射体２１、光電変換素子２２;
　警告領域や保護領域Ａに物体Ｍが存在すると、この物体Ｍで反射した反射光Ｌ２が光走
査型光電スイッチ１に入力され、この反射光Ｌ２は、走査ミラー１４で反射された後に受
光レンズ２０によって集光される（図３）。受光レンズ２０は、垂直の第１軸線Ｚと一致
する光軸を有しており、受光レンズ２０によって集光された反射光Ｌ２は受光反射体２１
によって偏向されて、受光素子としての光電変換素子２２に集光される。
【００２８】
　図３を引き続き参照して、受光反射体２１は、垂直の第１軸線Ｚに対して略４５°傾斜
して配設されており、この受光反射体２１によって、受光レンズ２０により集光した反射
光Ｌ２の光軸は、垂直の第１軸線Ｚに対して略直交する横方向の第２軸線Ｙに沿った方向
に偏向し、この偏向後の反射光Ｌ２が光電変換素子２２によって受光される。光電変換素
子２２は、反射光Ｌ２を受光すると光電変換して受光信号を生成する。
【００２９】
　図４の(a)を参照して、光走査型光電スイッチ１は、ＣＰＵやメモリを含むマイクロコ
ンピュータやＦＰＧＡ等で構成される制御手段３０を有している。図４の(a)は、光走査
型光電スイッチ１の全体系統をブロック図的に示してある。投光素子ＬＤは制御手段３０
によって制御され、また、光電変換素子２２の信号は制御手段３０に入力される。
【００３０】
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　光走査型光電スイッチ１の外観構成：
　図５を参照して、光走査型光電スイッチ１は、その上端部の前面に傾斜して位置するユ
ーザインターフェース部３２を有している。ユーザインターフェース部３２を傾斜して配
置することにより、ユーザインターフェース部３２の面積を拡大することができると共に
、ユーザにとってもアクセスが容易となる。
【００３１】
　傾斜したインターフェース部３２には、その中央部分に、矩形の液晶表示部３４が設け
られ、この液晶表示部３４の一側及び下方に、複数のプッシュ式の操作ボタン３６が配設
されている。また、液晶表示部３４の他側には、横二列で上下に離間して複数のＬＥＤイ
ンジケータ３８が配設され、この複数のＬＥＤインジケータ３８によって光走査型光電ス
イッチ１の動作状態が表示される。
【００３２】
　図６(b)はユーザインターフェース部３２を抽出して、これを平面的に図示してある。
ユーザインターフェース部３２に向かって液晶表示部３４の右側には上下の印を付したボ
タン３６ａ、３６ｂが配設され、液晶表示部３４の下方には、右矢印を付した中央ボタン
３６ｃを挟んで、その左側にESCの文字を付したボタン３６ｄ、右側にEnterの文字を付し
たボタン３６ｅが配設されている。
【００３３】
　ユーザインターフェース部３６を斜めに傾斜させ面積を拡大することで比較的大きい液
晶表示部３４を配設することができる。また、これに加えて複数のプッシュ式操作ボタン
３６をユーザインターフェース部３６に配設することができ、この操作ボタン３６を光走
査型光電スイッチ１に設置することで、ユーザが必要とする設定をディスプレイ付き端末
である外部パーソナルコンピュータ無しに光走査型光電スイッチ１に対して直接的に設定
作業を行うことのできる設計が可能になる。ここに、液晶表示部３４は、12文字×4行の
表示が可能であり、このように比較的沢山の情報を表示することのできる液晶表示部３４
を使ってユーザに必要な情報を提供し、ユーザは、この液晶表示部３４を見ながら操作ボ
タン３６を操作するだけで、外部パーソナルコンピュータ無しに、必要とする設定作業が
可能になる。
【００３４】
　特に、安全に直接的に関係する機能を設定する場合、例えば「保護領域」を設定すると
きに、設定が正しく行われているかをユーザに確認（ベリファイ）させる必要があり、ユ
ーザによる確認作業が完了することで始めて安全に直接的に関係する機能の、つまりこの
場合「保護領域」の設定が反映される。ユーザによる確認作業は、以下の手順で実行され
る。光走査型光電スイッチ１は、設定入力に引き続いて、設定が未反映のユーザが入力し
た内容を文字、数字及び記号などを用いて液晶表示部３４に表示するように設計されてい
る。液晶表示部３４に表示された内容が設定すべき内容と一致するか否かをユーザに確認
させるのは上述の通りであるが、ユーザが一致すると判断したときには、ユーザに対して
操作ボタン３６の操作を伴うＯＫ指示を求めるように設計される。そして、光走査型光電
スイッチ１は、ＯＫ指示を受け付けることで、液晶表示部３４に表示の内容確認を完了し
、未確認の内容が有れば、その内容を液晶表示部３４に表示してユーザからのＯＫ指示を
待つ。光走査型光電スイッチ１は、全ての内容についてＯＫ指示を受け付けることで確認
作業状態を終了し、確認作業が終わった内容を設定に反映する。一方、液晶表示部３４に
表示の内容と設定すべき内容とが一致しないとユーザが判断したときには、ユーザは操作
ボタン３６によって取消指示を行うことができる。光走査型光電スイッチ１は、取消指示
を受け付けることで、全ての入力内容を設定に反映することなく確認作業を終了し、次い
で設定入力を受け付ける状態に遷移する。ただし、保護領域Ａ等の位置や領域に関する入
力内容の確認は、表示された内容の一致を確認するだけは不十分であり、実際に光走査型
光電スイッチ１の光学系を含む距離計測機能を有効化した上で、ユーザが設定すべき位置
や領域に相当する場所に試験体をかざして保護領域Ａ等の位置や領域に関する入力内容の
確認作業を行うことになる。このことから、液晶表示部３４には、安全に直接的に関係す



(9) JP 5572319 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

る機能の設定を受け付ける画面が表示されるだけでなく、設定された内容をユーザに確認
させる画面を表示し、この確認画面によって上述したユーザによるベリファイを実行する
のが好ましい。
【００３５】
　図６(a)は、光走査型光電スイッチ１の正面図であり、レーザ光が走査する水平面つま
り走査面３９を横線で図示してある。光走査型光電スイッチ１の内部構造を図示した図７
から分かるように、光走査手段（走査ミラー）１４及びこれを駆動するモータ２４などの
機構部品をユニット化した装置本体６０(図９)を有し、装置本体６０の下部にモータ２４
が配設されている。モータ２４の回転軸には、たとえば、光電式のロータリエンコーダ２
５が設けられている。ロータリエンコーダ２５は、円周方向に等間隔に配設された複数の
スリットを有し、このスリットを通過した光に依存した出力に基づいて光走査手段１４の
回転角度を算出することで、投受光Ｌ１、Ｌ２の偏向方位が求められる。
【００３６】
　図４(a)に戻って、制御手段３０には、液晶表示器３４およびＬＥＤインジケータ３８
及び操作ボタン３６が接続されている。また、制御手段３０には第１コネクタ４０が接続
され、この第１コネクタ４０に対して、外部機器から延びる外部ケーブル４２のコネクタ
４４を連結することができる。
【００３７】
　制御手段３０は、距離算出手段５１、方位算出手段５２、位置認識手段５３、判別手段
５４、汚れ検知手段５５、信号生成手段５６、表示制御手段５７、故障検知手段５８など
を備えている。
【００３８】
　距離算出手段５１：
　距離算出手段５１は、各偏向方位について、光電変換素子２２からの受光信号に基づい
て物体Ｍまでの距離を算出する。すなわち、投光素子LDからの走査光Ｌ１の投光タイミン
グと、物体Ｍによって反射された反射光Ｌ２を受光した光電変換素子２２の受光タイミン
グとの差に、既知の光速を乗算することで物体Ｍまでの距離を算出することができる。投
光タイミングは所定周期であり、この投光タイミングとモータ２４の角速度との積によっ
て光軸の空間密度つまり光軸間角度が規定される。なお、投光タイミングは、「時間」で
規定してもよいし、「方位」や「空間密度（光軸間角度）によって規定してもよい。投受
光タイミングに基づく距離の算出は、所定の微小時間ごとに繰り返し行うようにしてもよ
く、又は、例えば投光タイミングに同期して投受光毎に距離の算出を実行するようにして
もよい。
【００３９】
　方位算出手段５２：
　方位算出手段５２は、前記投光および受光において、光走査手段１４により測定領域に
向けて偏向された走査光Ｌ１の照射方位(偏向方位)と物体Ｍからの反射光Ｌ２が入光する
方位とを算出する。ただし、モータ２４の角速度に対して「測定領域」内の物体Ｍまでの
光の往復時間が相対的に充分に小さいため、照射方位と入光する方位とは同一とみなせる
ことから、照射方位と入光方位のいずれか一方を算出するようにしてもよい。この投受光
Ｌ１、Ｌ２の偏向方位つまり走査面での方位（走査方位）は、前述したロータリエンコー
ダ２５からの出力に基づいて光走査手段１４の回転角度を算出することで求められる。な
お、投光タイミングを方位や空間密度（光軸間角度）によって規定する場合は、照射方位
を偏向方位（走査方位）とするのが好適である。また、この方位は光軸番号と等価である
。
【００４０】
　位置認識手段５３：
　位置認識手段５３は物体Ｍの位置の認識を行う。すなわち、位置認識手段５３は、投受
光タイミング毎に、方位算出手段５２により算出された偏向方位（走査方位）と、この偏
向方位において距離算出手段５１が算出した物体Ｍまでの距離とに基づいて物体Ｍの位置
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を算出することにより、この物体Ｍの位置を認識する。
【００４１】
　判別手段５４：
　判別手段５４は、位置認識手段５３により算出された物体Ｍの位置に基づいて、予め設
定された保護領域Ａ内に物体Ｍが存在するか否かを判別する。なお、判別手段５４は、１
回（１周期）でも保護領域内に物体Ｍが存在すると判別すると、「存在有り」を示す情報
を供給するように構成してもよいし、所定の複数回に亘って連続して、つまり複数の周期
に亘って保護領域内に物体Ｍが存在すると判別したときに初めて「存在有り」を示す情報
を供給するようにしてもよい。
【００４２】
　光走査型光電スイッチ１の光学系は、光走査型光電スイッチ１の下半分の前面及び両側
面を包囲する、横断面Ｕ字状の光透過カバー６２によって密閉されており、この光透過カ
バー６２は投光窓を形成するものである。図８は光透過カバー６２を取り外した状態を図
示してある。光透過カバー６２はシール部材６４を介して取り付けられ、複数のボルト６
６（図５）を取り外すことで光透過カバー６２を光走査型光電スイッチ１から取り外すこ
とができる。投光窓の光透過カバー６２は光学フィルタであり、光走査型光電スイッチ１
が出射するレーザ光の波長以外の波長成分を除去する。光透過カバー６２は、その材料は
任意であるが、ここでは弾性変形可能な合成樹脂材料で作られている。
【００４３】
　装置本体６０の断面図である図７から最も良く分かるように、光走査手段(走査ミラー)
１４は、装置本体６０の底部において、背面部から離れた前端部に配設されており、これ
により走査ミラー１４の回転軸線である垂直の第１軸線Ｚが比較的前方にオフセットして
位置決めされている。これに対して、光透過カバー６２は装置本体６０の前方及び両側を
包囲し、この光透過カバー６２の左右両端部は光走査型光電スイッチ１の背面まで延びて
いる。このような構成を採用することにより、光走査型光電スイッチ１の背面と干渉する
部位を除く左右及び前方の領域を走査領域（測定領域）として設計することが可能になる
。このことは、走査ミラー１４の変形例として前述したように、互いに同期回転する投光
用走査ミラーと受光用走査ミラーを同軸に且つ同じ方位に向くように配設した場合でも同
様である。
【００４４】
　ちなみに、前述したように、この光走査型光電スイッチ１の走査範囲（測定領域）は１
８０°よりも後方に拡大した２７０°である。このように走査範囲を光走査型光電スイッ
チ１の後方まで拡大できたのは、基本的には、(1)走査面３９(図６(a）において、この走
査面３９と干渉する光走査型光電スイッチ１の背面の幅を走査面３９における９０°の範
囲に制限する構成を採用し、更に、(2)走査ミラー１４の回転軸線である第１軸線Ｚを光
走査型光電スイッチ１の背面から離間させて、断面Ｕ字状の光透過カバー６２の互いに並
行な両側面を後方に延ばして、光走査型光電スイッチ１の背面を除く側方及び前方領域の
全領域を光透過カバー６２で包囲した、ことの２つの構成の組み合わせによる。換言すれ
ば、光走査型光電スイッチ１は従来品に比べてスリムであり且つ高さ寸法も小さく、従来
品の約半分の体積であり、手のひらに余裕を持って載せることのできる程度の大きさであ
る。
【００４５】
　光透過カバー６２の形状つまり上方に向けて徐々に広がった形状にも注目すべきである
（図５、図８）。更に、図４から最も良く分かるように、光透過カバー６２の下端部６２
ａは垂直壁で構成され、この垂直下端部６２ａから上方に向かうに従って徐々に外方に広
がるオーバーハングの形状を有し、このオーバーハング形状部分６２ｂの上下方向中間部
分に水平の走査面３９が設定されている（図６）。
【００４６】
　図５から最も良く分かるように、光透過カバー６２の下端に接する部分が、外方に突出
した水平段部７０で構成されている点に注目すべきである。光透過カバー６２を挟んで第



(11) JP 5572319 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

１、第２の光学素子７１、７２が配設されており（図４）、光透過カバー６２よりも外側
に位置する第２光学素子７２が上記の水平段部７０に配設されている。換言すると光透過
カバー６２よりも内側に第１光学素子７１が配設され、この第１光学素子７１は下方に向
けて（第２光学素子７２に向けて）設置されている。すなわち、対の第１、第２の光学素
子７１、７２が互いに対向して位置決めされており、この第１、第２の光学素子７１、７
２の組は光透過カバー６２の周囲に適当な間隔を隔てて複数設けられている。
【００４７】
　第１、第２光学素子７１、７２：
　光走査光電スイッチ１の光透過カバー６２は可視光をブロックするフィルタの役割を有
している。勿論、走査光Ｌ１及び反射光Ｌ２は透過することができる素材が選択されてい
る。この光透過カバー６２が汚染したり、経時的劣化してくると光透過カバー６２の光透
過率が低下して光電変換素子２２に入射する反射光Ｌ２の光量が低下する。この現象は物
体Ｍの位置検出の感度が低下する原因となるため好ましくないのは言うまでもない。
【００４８】
　光透過カバー６２を挟んで互いに対向した第１、第２の光学素子７１、７２の各組は、
光透過カバー６２の汚染の状態を常時監視している。第１光学素子７１が発した光は、光
透過カバー６２を介して第２光学素子７２に入光し、この第２光学素子７２が受光した光
の量が制御手段３０に供給される。
【００４９】
　汚れ検知手段５５：
　汚れ検知手段５５は、第２光学素子７２が受光した光量によって光透過カバー６２が所
定の透過率を維持しているのを確認する。投光窓を構成する光透過カバー６２の経時劣化
や汚染などによって透過率が低下したことは第２光学素子７２が受光した光量によって検
知することが可能である。ここに、第２光学素子７２が受光した光量が所定のしきい値以
下となったときには、液晶表示部３４やＬＥＤインジケータ３８を使って光透過カバー６
２が交換時期にあることをユーザに通知するのがよい。また、汚れ検知手段５５は、光走
査型光電スイッチ１が故障しているか否かの検出を行う故障検出手段、つまり、所期の検
出等を行うことができる安全な状態か否かを確認する手段を構成し、もし、光走査型光電
スイッチ１が故障していると汚れ検知手段５５が判断した場合には、液晶表示部３４やＬ
ＥＤインジケータ３８を使ってユーザに警告すると共に、信号生成手段５６を介して動作
不許可の信号を外部機器に向けて送信する。
【００５０】
　なお、投光窓を形成する光透過カバー６２の汚染や劣化を検出するのに、光透過カバー
６２を挟んで第１、第２光学素子７１、７２を対峙して配置する例を説明したが、例えば
第２光学素子７２に代えて反射鏡を水平段部７０に配置して、第１光学素子７１が発した
光を反射鏡で反射し、そして反射光を、第１光学素子７１に隣接して配置した第２光学素
子７２で受光するようにしてもよい。この例によれば、光透過カバー６２の内側に第１、
第２光学素子７１、７２が互いに接近して配置されることになる。
【００５１】
　信号生成手段５６：
　信号生成手段５６は判別手段５４の判別結果に基づいて安全信号を生成する。たとえば
、所定のモードにおいて、光走査型光電スイッチ１の正常な動作が確認でき、かつ、保護
領域Ａに物体Ｍが存在しないと判別手段５４が判定した場合には、信号生成手段５６は安
全出力としてＯＮ信号（動作許可信号）を生成し、この安全出力は、制御手段３０及び第
１コネクタ４０を介して外部ケーブル４２を通じて外部機器に向けて送信され、そして、
外部機器の動作が許容される。
【００５２】
　故障検知手段５８は、光走査型光電スイッチ１が正しく動作していることを確認（ベリ
ファイ）するものであり、正常動作が確認できないときには光走査型光電スイッチ１が故
障したとみなす。
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【００５３】
　光走査型光電スイッチ１の検出感度維持及び調整機構：
　図９、図１０は光走査手段つまり走査ミラー１４が光走査型光電スイッチ１の背面の方
向に向いた状態を示している。勿論、この状態では、光走査型光電スイッチ１の検出は不
可能であることは言うまでもない。装置本体６０の起立した支柱部分６０ａには、走査ミ
ラー１４と対面することのできる位置に、走査ミラー１４の回転方向遅れ側と進み側に、
つまり左右に基準対象物としての第１、第２の２つの反射面７３、７４が配設され、この
第１、第２の反射面７３、７４は、共に約４５°傾斜して斜め上方に向いた状態で配設さ
れている。また、この第１、第２の反射面７３、７４に対向して、この第１、第２の反射
面７３、７４の上方には、斜め下方に約４５°傾斜した定置ミラー７５が支柱部分６０ａ
に配設されている。つまり、装置本体６０の起立した支柱部分６０ａには、走査ミラー１
４が後向きになったときに対面する位置に、第１、第２の反射面７３、７４が斜め上方に
向いた状態で配設され、そして、この第１、第２の反射面７３、７４の上方に斜め下方に
向いた状態で定置ミラー７５が配設されている。
【００５４】
　基準対象物としての第１、第２の反射面７３、７４は、反射率が異なる材料で作られ又
は反射率の異なる色を有している。具体的な例として、第１の反射面７３が黒色の材料又
は黒色に着色されており、第２の反射面７４が白色の材料又は白色に着色されている。
【００５５】
　投光素子ＬＤが出射したレーザパルス光Ｌ１は、投光レンズ１０、投光用の第１、第２
ミラー(反射鏡)１１、１２によって走査ミラー１４に当たり、この走査ミラー１４によっ
て水平方向に進む光になる。走査ミラー１４が前方、側方に向いていれば、このレーザパ
ルス光Ｌ１は測定領域に差し向けられることになる。走査ミラー１４が一回転する最中に
、走査ミラー１４が後方に向いたときでもレーザパルス光Ｌ１を出射することにより、レ
ーザパルス光Ｌ１は、後向きになった走査ミラー１４によって先ず黒色の第１反射面７３
に差し向けられ、次いで白色の第２反射面７４に差し向けられることになる。このレーザ
光Ｌ１は、約４５°斜め上方に向いた第１、第２の反射面７３、７４で反射して垂直方向
上方に進み（Ｌ３）、この反射パルス光Ｌ３は、第１、第２の反射面７３、７４の上方に
配設された定置ミラー７５で反射する。この定置ミラー７５は約４５°斜め下方に向いた
姿勢で配設されているため、定置ミラー７５で反射した反射パルス光Ｌ３は、走査ミラー
１４に戻り、この走査ミラー１４で反射して上方に進んで、受光レンズ２０、受光反射体
２１を経て光電変換素子２２に集光される。つまり、第１、第２の反射面７３、７４の反
射パルス光Ｌ３は、警告領域又は保護領域Ａの物体Ｍで反射した反射パルス光Ｌ２のとき
と同じ要素１４、２０、２１を経て、受光素子である光電変換素子２２に入力される。
【００５６】
　走査ミラー１４の後方に、走査ミラー１４の回転方向（走査方向）の遅れ側と進み側に
隣接して反射率の異なる第１反射面７３（黒色）、第２反射面７４（白色）を設け、そし
て、同じ垂直支柱部分６０ａに固設した定置ミラー７５を設けることで、第１反射面７３
（黒色）、第２反射面７４（白色）の反射光Ｌ３は、警告領域又は保護領域Ａの物体Ｍで
反射した反射光Ｌ２のときと同じ要素１４、２０、２１を経て、受光素子である光電変換
素子２２で受光される。
【００５７】
　ところで、基準対象物にレーザパルス光を照射し、その反射パルス光を受光したときの
受光強度は次の式で表すことができる。
【００５８】
　（式１）
受光強度＝
{投光強度×投光経路の光学特性×基準対象物の反射率÷（基準対象物までの距離）２×
受光経路の光学特性×受光ゲイン}
【００５９】
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　また、レーザ光による走査の場合、検出感度は対象物の反射率や対象物までの距離に依
存しないで、次の式で表すことができる。
【００６０】
　（式２）
検出感度＝{投光強度×投光経路の光学特性×受光経路の光学特性×受光ゲイン}
【００６１】
　上記の式１及び式２により、基準対象物の反射率と基準対象物までの距離が一定であれ
ば、次の式３が成立する。
【００６２】
　（式３）
検出感度＝｛受光強度×一定値｝
【００６３】
　レーザ光を使った光走査型光電スイッチ１の内部に基準対象物を具備することで基準対
象物の反射率と基準対象物までの距離を一定にするのは容易であることから、基準対象物
に対して投光したときに得られる受光感度を一定に保つことで検出感度を一定に維持する
ことができる。この観点に立脚するときに、例えば光走査型光電スイッチ１を工場出荷す
るときに、その検出感度が最適な状態となるときの受光強度を計測し、そして、計測した
受光強度を光走査型光電スイッチ１の記憶素子に記憶させ、光走査型光電スイッチ１が動
作中に、この記憶素子に記憶してある受光強度となるように投光強度及び／又は受光ゲイ
ンを調整することで光走査型光電スイッチ１の検出感度を最適な状態に保つことができる
。
【００６４】
　図１１は第１、第２の反射面７３、７４を抽出した図であり、矢印は、走査ミラー１４
の回転方向つまり走査方向を示す。図１２は、レーザパルス光が時系列に第１、第２の反
射面７３、７４に当たっている状態を図示してある。
【００６５】
　基準対象物の一つである黒の反射面７３にレーザパルス光が当たっているときの受光感
度が「１００」（図１２の(I）、他の基準対象物である白の反射面７４にレーザパルス光
が当たっているときの受光感度が「６００」であったとする（図１２の(II）。ここに、
第１、第２の反射面７３、７４について、「黒」「白」という表現を用いているが、これ
は便宜上の表現であると理解されたい。「黒」とは投光源であるレーザ光の波長に対して
低反射率である意味であり、「白」とは投光源であるレーザ光の波長に対して高反射率で
ある意味である。また、黒の反射面７３として十分に反射率が低い面を採用することで、
汚れを構成する物質の反射率は黒の反射面７３の反射率と同等又はそれ以上となるため、
黒の反射面７３は汚れると反射率が高くなる傾向にある。一方、白の反射面７４として十
分に反射率の高い面を採用することで、汚れると反射率は低くなる傾向にある。
【００６６】
　白の第２反射面７４での受光強度を「６００」に維持するように投光強度及び／又は受
光ゲインを調整した場合、白の第２反射面７４が汚れて反射率が低下したとき、この第２
反射面７４での受光強度を「６００」に維持するように投光強度及び／又は受光ゲインの
調整が実行されることになる。この場合、黒の第１反射面７３での受光強度は、反射率及
び距離が一定のままで受光感度が高くなるため、高くなる。この現象に対処するには、第
１、第２の反射面７３、７４での受光感度を常時モニタし、そして、黒の第１反射面７３
での受光強度の値に許容範囲(例えば８０～１２０)を設定し、黒の第１反射面７３での受
光強度が許容範囲を超えたときには白の第２反射面７４に汚れが発生したとみなす。白の
第２反射面７４に汚れが発生すると、適切な感度調整ができなくなるため、保護領域Ａの
監視を正しく行うことができなくなることから、光走査型光電スイッチ１は安全出力をＯ
ＦＦ状態にすることで危険源の動力を停止させる。また、光走査型光電スイッチ１は、液
晶表示部３４又はＬＥＤインジケータ３８を使ってユーザに安全が確認できない旨（安全
出力がＯＦＦ状態であること）の表示や安全が確認できない理由（エラー内容）について
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も表示するように構成されてもよい。さらに、光走査型光電スイッチ１は安全出力以外の
非安全の出力信号を使用して、エラーが発生していることを外部機器に出力したり、通信
ケーブル８０を介して外部パーソナルコンピュータＰＣへエラーの要因や安全出力がＯＦ
Ｆ状態にあることを送信するように構成されてもよい。
【００６７】
　同様に、黒の第１反射面７３が汚れることで反射率が高くなったとき、黒の第１反射面
７３の反射光は強くなり、したがって、黒の第１反射面７３での受光強度が増加する現象
が現れる。このときも、黒の第１反射面７３での受光強度が許容範囲を超えたときには基
準対象物の一つとしての黒の第１の反射面７３に汚れが発生したとみなして、液晶表示部
３４又はＬＥＤインジケータ３８を使ってユーザに警告することができる。
【００６８】
　基準対象物としての反射率の異なる第１、第２の反射面７３、７４を隣接して光走査型
光電スイッチ１に内蔵し、光走査型光電スイッチ１の光学系を兼用することで、受光感度
を常時モニタして受光感度が一定となるように投光強度及び／又は受光ゲインを調整する
ことができる。したがって、光走査型光電スイッチ１の設計において、経年変化や使用時
の周囲温度の変動を見越して、この変動分を許容範囲として大きな余裕代を仕様として規
定する必要はなく、また、この余裕代を小さくして当初から投光強度及び／又は受光ゲイ
ンを高く設定したなかで所定の検出感度を確立することができ、光走査型光電スイッチ１
の小型化が容易になる。加えて、第１、第２の反射面７３、７４からなる調整手段の汚れ
についても、これを故障として検出するようにしてあるため、安全性を担保するための検
出性能のマージンを小さくすることができ、小型でありながら安全性を担保したうえで長
距離の検出を行うことのできる光走査型光電スイッチ１を提供することができる。
【００６９】
　保護領域Ａの設定：
　光走査型光電スイッチ1の保護領域Ａの設定は、光走査型光電スイッチ１だけで簡易な
設定ができるように構成するか否かは兎も角として、図１３に示すように、パーソナルコ
ンピュータＰＣを使って行われる。パーソナルコンピュータＰＣと光走査型光電スイッチ
１とは通信ケーブル８０を介して接続される。パーソナルコンピュータＰＣは、既知のよ
うに、ディスプレイ８１、入力操作部８２を有する。
【００７０】
　パーソナルコンピュータＰＣには、予め保護領域Ａを設定するためのアプリケーション
プログラムがインストールされており、このプログラムを使って、光走査型光電スイッチ
1の保護領域Ａの編集を行うことができる。
【００７１】
　保護領域編集システムとしてのパーソナルコンピュータＰＣの構成をブロック図で表し
たのが図１４である。パーソナルコンピュータＰＣは、アプリケーションプログラムによ
って、追加及び削除エリア指定部８４、不整合エリア抽出部８６、設定領域更新部８７、
設定領域記憶部８８、設定領域転送部８９及びダイアログ表示部９０の機能を備えている
。
【００７２】
　設定領域記憶部８８は、光走査型光電スイッチ１に保護領域Ａを指定するための設定領
域情報を記憶するメモリで構成される。追加及び削除エリア指定部８４は、入力操作部８
２からの入力信号に基づいて、追加エリア、削除エリア及び線分を指定する動作を行う。
【００７３】
　光走査型光電スイッチ１に既に設定されている保護領域Ａに領域を追加する場合には、
ユーザが指定した領域が追加エリアに指定される。また、既に設定されている保護領域Ａ
から領域を削除する場合には、ユーザが指定した領域が削除エリアに指定される。
【００７４】
　不整合エリア抽出部８６は、光走査型光電スイッチ１から見て、保護領域Ａ及び追加エ
リア間に位置する領域を不整合エリアとして自動的に抽出する動作を行っている。すなわ
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ち、光走査型光電スイッチ１から見て、保護領域Ａと追加エリアとして指定された領域と
の間に検知エリアとして指定できない領域があれば、当該領域を不整合エリアとして抽出
する動作が行われる。
【００７５】
　不整合エリア抽出部８６では、領域追加時に線分が指定された場合、光走査型光電スイ
ッチ１から見て、保護領域Ａ及び線分問に位置する領域が不整合エリアとして抽出される
。ここでは、エリア追加時に抽出される不整合エリアを補間エリアと呼ぶことにする。
【００７６】
　また、不整合エリア抽出部８６は、光走査型光電スイッチ１から見て、削除エリアより
も後方に位置する領域であって、保護領域Ａの領域を不整合エリアとして自動的に抽出す
る動作を行っている。すなわち、光走査型光電スイッチ１から見て、削除エリアとして指
定された領域よりも後方に保護領域Ａとして指定されている領域があれば、当該領域を不
整合エリアとして抽出する動作が行われる。
【００７７】
　不整合エリア抽出部８６では、エリア削除時に線分が指定された場合、光走査型光電ス
イッチ１から見て、線分よりも後方に位置する領域であって、保護領域Ａ内の領域が不整
合エリアとして抽出される。ここでは、エリア削除時に抽出される不整合エリアを「影エ
リア」と呼ぶことにする。
【００７８】
　領域表示部８５は、ディスプレイ８１を制御し、設定領域記憶部８８に記憶されている
設定領域情報に基づいて保護領域Ａ、追加エリア、削除エリア、不整合エリア(補間エリ
ア及び影エリア)を目視で識別可能に表示する動作を行う。すなわち、既に設定されてい
る保護領域Ａに領域を追加する場合に、保護領域Ａ及び追加エリアに対して、補間エリア
を識別可能に表示し、その際、追加エリア及び補間エリアが付加される前の保護領域Ａに
対して補間エリアが識別可能にディスプレイ８１に表示される。
【００７９】
　また、既に設定されている保護領域Ａから領域を削除する場合に、保護領域Ａ及び削除
エリアに対して、影エリアを識別可能に表示し、その際、削除エリア及び影エリアが除外
される前の保護領域Ａに対して影エリアが識別可能にディスプレイ８１に表示される。
【００８０】
　設定領域更新部８７は、入力操作部８２からの入力信号に基づいて、設定領域記憶部８
８に記憶されている保護領域Ａを更新する動作を行う。すなわち、既に設定されている保
護領域Ａに領域を追加する場合には、追加エリア及び補間エリアを付加した領域が新たな
保護領域Ａとして更新される。
【００８１】
　エリア追加時に線分が指定された場合には、保護領域Ａに補間エリアを付加した領域が
新たに保護領域Ａとなるように設定領域情報の更新が行われる。
【００８２】
　また、既に設定されている保護領域Ａから領域を削除する場合に、削除エリア及び影エ
リアを除外した領域が新たな保護領域Ａとなるように設定領域情報の更新が行われる。
【００８３】
　エリア削除時に線分が指定された場合には、保護領域Ａから影エリアを除外した領域が
新たな保護領域Ａとなるように設定領域情報の更新が行われる。
【００８４】
　ダイアログ表示部９０は、ディスプレイ８１を制御し、入力操作部８２からの入力信号
に基づいて確認ダイアログを表示する。すなわち、既に設定されている保護領域Ａに領域
を追加する場合に、追加エリア及び補間ニリアを保護領域Ａに付加するか否かの照会する
ための照会ダイアログ９３が確認ダイアログとしてディスプレイ８１に表示される。
【００８５】
　同様に、既に設定されている保護領域Ａから領域を削除する場合に、削除エリア及び影
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エリアを保護領域Ａから除外するか否かを照会するための照会ダイアログ９３が確認ダイ
アログとしてディスプレイ８１に表示される。
【００８６】
　設定領域更新部８７では、上記照会ダイアログの表示後の入力操作部８２からの入カ信
号、すなわち、ユーザによる変更許可の操作入力に基づいて設定領域記憶部８８の設定領
域情報の更新が行われる。
【００８７】
　設定領域転送部８９は、設定領域記憶部８８に記憶されている保護領域Ａの情報を光走
査型光電スイッチ１に転送する動作を行う。更に、設定領域転送部８９は、光走査型光電
スイッチ１に保護領域Ａの情報を転送した後、転送した保護領域Ａを光走査型光電スイッ
チ１に反映する前に、光走査型光電スイッチ１から保護領域Ａの情報の返送を受け付け、
ユーザによる保護領域Ａの確認作業に利用できるように処理する構成が採用される。転送
した保護領域Ａの光走査型光電スイッチ１への反映は、ユーザによる保護領域Ａの確認作
業を経て実行される。
【００８８】
　図１５は、パーソナルコンピュータＰＣのディスプレイ８１に表示エリア設定画面を示
す。このエリア設定画面は、保護領域Ａを新たに指定し、或いは、既に設定されている保
護領域Ａを編集する際に用いられる入力画面である。
【００８９】
　ディスプレイ８１に表示されるエリア設定画面では、光走査型光電スイッチ１を示すシ
ンボルＳを中心とする直交座標に対して最大の検出エリア（測定領域）が表示されており
、横軸に平行なグリッド線Ｇ１が５００mm間隔で配置されていると共に、縦軸に平行なグ
リッド線Ｇ２が５００mm間隔で配置されている。
【００９０】
　シンボルＳよりも後方では、走査レーザ光の出射角度によって検知可能な距離の上限が
変化しており、検知可能な角度範囲Ｈはマイナス４５°以上プラス２２５度以下である。
この角度範囲Ｈ以外の領域は不感領域であり、保護領域Ａとして指定することはできない
ようになっている。
【００９１】
　図１６は、矩形の保護領域Ａに領域９２を追加する場合の画面が示す。保護領域Ａは、
矩形の他に、多角形、光走査型光電スイッチ１を示すシンボルＳを中心とした円形又は扇
形なども指定することができ、また、マウスポインタを移動させながら描画した線を境界
とする閉じた領域を保護領域Ａとして指定することができる。
【００９２】
　ディスプレイ８１に表示のエリア設定画面において保護領域Ａが指定されたとすると、
例えば、ユーザによって決定キーが操作されると、当該保護領域Ａが確定し、そして、こ
の保護領域Ａを検知対象とするために最小限付加しなければならない領域が補間エリア９
２として自動的に抽出される。すなわち光走査型光電スイッチ１から見て、保護領域Ａと
して指定された領域との間における検知対象として指定されていない領域として補間エリ
ア９２が抽出される。補間エリア９２を保護領域Ａに付加しても良いか否かを照会するた
めの確認ダイアログ９３が表示され、ユーザによって許可されると、ユーザが設定した保
護領域Ａに補間エリア９２を付加した領域を新たな保護領域Ａとして設定され、この新た
な保護領域Ａに基づいて情報が更新される。
【００９３】
　図１７は、保護領域Ａの一部を削除する例を示す。保護領域Ａから削除する領域は、任
意に指定することができ、ユーザが指定した削除エリアが参照符号９４で図示されている
。削除する領域は、矩形形状の他に、多角形、光電スイッチ１を中心とする円形又は扇形
なども指定することができる。また、画面上のマウスポインタを移動させながら描画した
曲線を境界とする閉領域を指定することもできる。
【００９４】
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　保護領域Ａに含まれるエリア９４を削除エリアとして指定し、例えば、ユーザによって
決定キーが操作されると、当該エリア９４が削除すべきエリアとして確定する。そして、
この削除エリア９４を保護領域Ａから削除する際に、当該エリア９４を非検知領域とする
ことによって最小限除外しなければならない領域が影エリア９５として自動的に抽出され
る。すなわち、光走査型光電スイッチ１から見て、削除エリアとして指定されたエリア９
４よりも後方の検知対象領域が影エリア９５として抽出される。
【００９５】
　影エリア９５が自動抽出した際には、影エリア９５を保護領域Ａから除外しても良いか
否かを照会するための確認ダイアログ９３が表示される。そして、ユーザによって影エリ
ア９５を含めて保護領域Ａの変更が許可されると、保護領域Ａから削除エリア９４及び影
エリア９５を除外したエリアを新たな保護領域Ａとして設定され、この新たな保護領域Ａ
のゾーン情報が更新される。図１７(C)は、新たな保護領域Ａを示してある。
【００９６】
　ミューティング機能及びミューティングエリアの切替え制御：
　光走査型光電スイッチ１は、保護領域Ａの一部又は全部のエリアに単数又は複数のミュ
ーティングエリアを設定して、所定の条件が成立したときに、予め設定したミューティン
グエリアでの検知機能を無効化するミューティング機能を有する。保護領域Ａの一部のエ
リアをミューティングエリアに設定する場合を「部分ミュート」と言い、保護領域Ａの全
部のエリアをミューティングエリアに設定する場合を「全ミュート」と言う。光走査型光
電スイッチ１は、他の検知手段やタイミングによって異なるミューティングエリアに切り
替えすることができる。以下の説明では、部分ミュートを中心にミューティングエリアの
切替え制御を説明するが、複数のミューティングエリアのうち、一つのミューティングエ
リアを保護領域Ａの全体に設定してもよい（「全ミュート」）。
【００９７】
　ミューティング機能及びミューティングエリアの設定は、上述した保護領域Ａの設定と
同様に、パーソナルコンピュータＰＣを使って行うことができ、保護領域Ａを設定したと
きに使用したアプリケーションプログラムにミューティングに関する機能が付加されてい
る。
【００９８】
　図１８は、パーソナルコンピュータＰＣにインストールされたアプリケーションプログ
ラムを使って、扇状の保護領域Ａを設定した場合を例示している。この保護領域Ａの設定
方法に関しては、図１３～図１７を参照した前述の説明の通りであり、指定した保護領域
Ａを設定するか否かの照会ダイアログ９３が確認ダイアログとしてディスプレイ８１に表
示される。この照会ダイアログ９３を使ってユーザが許可することにより指定した保護領
域Ａが設定される。
【００９９】
　図１９は、保護領域Ａを設定するときに使用したアプリケーションプログラムのミュー
ティングに関する設定機能を使ってミューティングエリアを設定する表示画面を示す。参
照符号９７はユーザがミューティングエリアとして指定した領域を示す。図１９から理解
できるように、ユーザは保護領域Ａのうち光走査型光電スイッチシンボルＳから離れたエ
リアを横断する矩形のエリアを指定していることに注目されたい。この指定エリア９７は
、少なくとも保護領域Ａのうち、光走査型光電スイッチシンボルＳから離れた端を、この
図１９の例では含んでいる。もし、シンボルＳから離れた端を含んでいないときには、つ
まり、保護領域Ａにおいて図１９における上下中間部分にエリアを指定したときには、後
に説明する影エリアが自動抽出されて、この影エリアが表示される。そして、ユーザが指
定したエリア９７は保護領域Ａの上に重畳表示され、また、保護領域Ａとユーザが指定し
たエリア９７とは別の色で表示され、ユーザが指定したエリア９７と保護領域Ａとがオー
バーラップした部分は、保護領域Ａの第１の色とユーザが指定したエリア９７の第２の色
とが混ざり合った第３の色で表示される。
【０１００】
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　パーソナルコンピュータＰＣのディスプレイ８１には、指定エリア９７で正しいのか質
問する照会ダイアログ９３が確認ダイアログとして表示され、ユーザが許可することによ
り指定したエリア９７と保護領域Ａとがオーバーラップするエリアにミューティングエリ
ア９８が設定される（図２０）。ミューティングエリアを設定した状態では、先のユーザ
により指定されたエリア９７（図１８）のうち保護領域Ａからはみ出した部分が削除され
て、保護領域Ａと、この保護領域Ａの領域内に設定されたミューティングエリア９８とが
異なる色で表示される。同じ要領で、同じ保護領域Ａに複数のミューティングエリア９８
を設定することができ、各ミューティングエリア９８毎に、図２１に示すミューティング
機能設定画面を使ってミューティング機能を動作させる条件及びミューティング機能を実
行する時間などの設定が可能である。
【０１０１】
　なお、ミューティングエリア９８の設定手順は、保護領域Ａの一部を削除する手順と同
様の手順で行われる。つまり、ミューティングすべきエリアが指定されるとミューティン
グエリア９８として最小限追加すべき影エリア（光走査型光電スイッチ１から見て指定さ
れたエリアよりも後方のエリア）を自動抽出し、ミューティングエリア９８として追加し
ても良いか否かを照会するための確認ダイアログが表示され、許可指令に従ってミューテ
ィングエリア９８の設定及びその更新が実行される。
【０１０２】
　図２１の設定画面を使って、例えば複数のミューティングエリア９８が保護領域Ａに設
定されている場合に、各ミューティングエリア９８毎にミューティングを開始するタイミ
ングやミューティングを解除するタイミング、ミューティング状態を許容する時間、複数
のタイミング信号の時間差などを設定することができる。
【０１０３】
　図２２を参照して具体的な一例をワークＷの搬送システムを使って説明すると、図２２
は搬送装置（例えばベルトコンベア）Ｖの側方から見た様子が示され、搬送装置Ｖには、
ゲート１００が設けられ、このゲート１００の上端横バーの中央に光走査型光電スイッチ
１が配設され、光走査型光電スイッチ１は走査面３９(図５)が下方に向けて広がり且つゲ
ート１００で囲まれた垂直面と一致するようにして配設されている。すなわち、ゲート１
００の開口には、その上端中央の光走査型光電スイッチ１によってライトカーテン（検出
平面）が形成されている。
【０１０４】
　搬送装置Ｖには、光電センサなどで構成されたミュートセンサ１０１～１０４が所定条
件を満たすようにして配設されている。ここに搬送装置Ｖの搬送方向に従って上流側から
下流側に向けて第１、第２のミュートセンサ１０１、１０２がゲート１００の手前つまり
ゲート１００の上流側に配設され、第３、第４のミュートセンサ１０３、１０４がゲート
１００の下流側に配設されている。ゲート１００の下流は侵入禁止エリアである。第１～
第４のミュートセンサ１０１～１０４は、夫々、図外のケーブルによって光走査型光電ス
イッチ１に接続される。変形例として第１、第３のミュートセンサ１０１と１０３の出力
信号がワイヤードオアされ、第２、第４のミュートセンサ１０２と１０４の出力信号がワ
イヤードオアされて光走査型光電スイッチ１へ接続されてもよい。ワイヤードオアされた
第１と第３のミュートセンサ１０１と１０３の出力信号線は、第１と第３のミュートセン
サ１０１と１０３の少なくともいずれか一方のミュートセンサがワークＷを検出したこと
を光走査型光電スイッチ１へ伝える。ワイヤードオアされた第２と第４のミュートセンサ
１０２、１０４の出力信号線は、第２と第４のミュートセンサ１０２と１０４の少なくと
もいずれか一方のミュートセンサがワークＷを検出したことを光走査型光電スイッチ１へ
伝える。ワークＷを検知したことでＯＮするミュートセンサの場合、ミュートセンサの出
力信号を短絡することでワイヤードオア信号とすることができる。ワイヤードオアした出
力信号線を光走査型光電スイッチ１に接続することで、ミューティング機能に必要な光走
査型光電スイッチ１の入力信号線の数を４本から２本に削減することができる。以下に、
ワイヤードオアされた場合を例に説明する。
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【０１０５】
　第１ミュートセンサ１０１と、第２ミュートセンサ１０２との間の間隔はＤ１である。
第２ミュートセンサ１０２と第４ミュートセンサ１０４との間の間隔はＤ２である。第１
ミュートセンサ１０１と、第３ミュートセンサ１０３との間の間隔はＤ３である。また、
ワークＷの移動速度つまり搬送装置Ｖの搬送速度はＶ１である。前述した第１～第４のミ
ュートセンサ１０１～１０４の設置条件は次の通りである。
【０１０６】
　条件(1)　Ｔａ＜｛Ｔ＝Ｄ１/Ｖ１｝＜Ｔｂである。
　条件(2)　Ｄ２＜Ｌwである。
　条件(3)　Ｄ３＜Ｌwである。
ここに、Ｔａ、Ｔｂは予め定められた固定値であり、ＬwはワークＷの前後長さである。
【０１０７】
　上記条件(1)は、ワークＷの移動によって第１ミュートセンサ１０１が検出状態に遷移
してから第２ミュートセンサ１０２が検出状態に遷移するまでの時間差Ｔ＝Ｄ１/Ｖ１が
所定範囲内にあることを要求している。条件(2)は、第４ミュートセンサ１０４が検出状
態に遷移する前に第２ミュートセンサ１０２が非検出状態となるのを防止するための条件
である。条件(3)は、第３ミュートセンサ１０３が検出状態に遷移する前に第１ミュート
センサ１０１が非検出状態となるのを防止するための条件である。
【０１０８】
　条件(1)を満たすように第１、第２ミュートセンサ１０１、１０２を配置することによ
り、ワークＷの侵入と、ワークＷ以外の侵入物の侵入とを第１ミュートセンサ１０１が検
出状態に遷移してから第２ミュートセンサ１０２が検出状態に遷移するまでの時間差によ
って判別することができる。
【０１０９】
　条件(2)及び条件(3)を満たすように第１～第４のミュートセンサ１０１～１０４を配置
することにより、搬送手段Ｖの搬送速度が一定であるという条件の下で、搬送方向の距離
が異なることを利用して、ワークＷの侵入と、ワークＷ以外の侵入物の侵入とを判別する
ことができる。
【０１１０】
光電スイッチ１の機能ブロック図である。図２３において、参照符号Ｔrはミュートセン
サ１０１～１０４からの外部入力を受け付ける外部入力受付端子を示す。光走査型光電ス
イッチ１は、ミュート開始判別部１０６と、ミューティング信号生成部１０８と、ミュー
ト終了判別部１１０とにより構成され、保護領域Ａに対象物が侵入すると非検出状態から
検出状態に遷移して安全出力信号制御部１１１からＯＦＦ信号（動作不許可信号）が出力
される。
【０１１１】
　ミュート開始判別部１０６は、ミューティングエリアを含む保護領域Ａへの対象物（物
体Ｍ）の侵入を判定する第１侵入判定部１１２と、第１、第３のミュートセンサ１０１、
１０３からの外部入力を端子Ｔrを経由して受け付けた外部入力信号と、第２、第４のミ
ュートセンサ１０２、１０４からの外部入力を端子Ｔrを経由して受け付けた外部入力信
号とに基づいて、次の条件が成立したことを判定してミューティング信号生成部１０８へ
ミューティング開始条件が成立したことを出力する。ミューティング成立条件とは、ミュ
ーティングエリアを含む保護領域Ａへの侵入を判定する第１侵入判定部１１２が非検知状
態であり、且つ第１、第３のミュートセンサ１０１、１０３が非検知状態から検知状態へ
遷移した時から、その後、第２、第４のミュートセンサ１０２、１０４が非検知状態から
検知状態へ遷移するまでの時間差Ｔ１が所定の範囲内（Ｔａ＜Ｔ１＜Ｔｂを満足する範囲
）であることである。
【０１１２】
　ミューティング信号生成部１０８は、ミュート開始判定部１０６による判定結果及びミ
ュート終了判定部１１０による判定結果に基づいて、安全出力信号制御部１１１とミュー
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ト終了判定部１１０にミューティング状態信号を生成する動作を行う。
【０１１３】
　ミュート終了判別部１１０は、ミューティングエリアを除く保護領域Ａへの対象物（物
体Ｍ）の侵入を判定する第２侵入判定部１１４と、第１、第３のミュートセンサ１０１、
１０３からの入力信号と、第２、第４のミュートセンサ１０２、１０４からの入力信号と
、ミューティング状態信号生成部１０８が出力するミューティング状態信号に基づいて、
次の条件によりミューティングを終了させる動作を判定して、ミューティング状態信号生
成部１０８へミューティング終了条件が成立したことを出力する。ミューティング終了条
件とは、ミューティングエリアを除く保護領域Ａへの侵入を判定する第２侵入判定部１１
４が非検知状態から検知状態へ遷移するか、又は、第１、第３のミュートセンサ１０１、
１０３の双方が非検知状態へ遷移するか、又は、第２、第４のミュートセンサ１０２、１
０４の双方が非検知状態へ遷移するか、又は、ミューティング状態信号生成部１０８が出
力するミューティング状態信号が所定時間Ｔｃを越えてミューティング中状態になってい
ることである。なお、第１、第２の侵入判定部１１２、１１４には、対象物(物体Ｍ)まで
の距離を計測する距離計測部１１６から信号が入力される。
【０１１４】
　ミューティング信号生成部１０８は、ミュート開始判別部１０６及びミュート終了判別
部１１０による判別結果に基づいて、安全出力制御部１１１に対してミューティングを指
示するためのミューティング信号を生成する動作を行う。
【０１１５】
　安全出力信号制御部１１１から出力される安全出力信号は、ゲート１００よりも下流の
侵入禁止エリア内の加工機を停止させるための制御信号として使用される。この安全出力
信号制御部１１１は、ミューティングエリアを含む保護領域Ａへの侵入判定を判定する第
１侵入判定部１１２の判定結果と、ミューティングエリアを除く保護領域Ａへの侵入判定
を判定する第２侵入判定部１１４の判定結果と、ミューティング状態信号生成部１０８が
出力するミューティング状態信号とに基づいて、安全出力信号を制御する。より詳しくは
、安全出力信号制御部１１１はミューティング状態信号が非ミューティング中であるとき
は、保護領域Ａへの第１侵入判定部１１２の判定結果が検知状態であれば安全出力をＯＦ
Ｆに制御し、非検知状態であれば安全出力をＯＮに制御する。一方、ミューティング状態
信号がミューティング中であるときは、ミューティングエリアを除く保護領域Ａへの第２
侵入判定部１１４の判定結果が検知状態であれば安全出力をＯＦＦに制御し、非検知状態
であれば安全出力をＯＮに制御する。
【０１１６】
　図２４、図２５は、図２２の搬送装置ＶによるワークＷの搬送に関する動作の一例を示
し、（ａ）から（ｅ）は時系列である。ワークＷが第１ミュートセンサ１０１に干渉しな
い時点(図２４(a）でゲート１００に設置した光走査型スイッチ１の保護領域Ａに物体Ｍ
が侵入すると、光走査型スイッチ１からＯＦＦ信号（動作不許可信号）が出力される。
【０１１７】
　図２４(b)には、ワークＷの先端部が第１ミュートセンサ１０１と第２ミュートセンサ
１０２の間に位置し、第１ミュートセンサ１０１の投光部から射出された光をワークＷが
遮断している場合が示されている。この場合、第１ミュートセンサ１０１だけが検出状態
となる。
【０１１８】
　図２４(c)には、ワークＷの先端部が第２ミュートセンサ１０２と干渉し、第１、第２
のミュートセンサ１０１、１０２は、共に、各投光部から射出された光をワークＷが遮断
している場合が示されている。この場合、第１、第２のミュートセンサ１０１、１０２は
、いずれも検出状態となっており、第１、第２のミュートセンサ１０１、１０２がこの順
序で検出状態に遷移したことによって、保護領域Ａのミューティングエリア９８において
ミューティング機能が実行されている。従って、ワークＷがゲート１００の光走査型スイ
ッチ１の保護領域Ａにおけるミューティングエリア９８を通過しても警報信号は出力され
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ない。
【０１１９】
　図２５(d)は、ワークＷの後端部が光走査型スイッチ１のミューティングエリア９８と
干渉し且つゲート１００の下流の第３ミュートセンサ１０３にもワークＷが干渉している
状態にある。この場合、ミューティング状態が継続される。
【０１２０】
　図２５(e)は、ワークＷの後端部が第４ミュートセンサ１０４と干渉している状態にあ
る。第３ミュートセンサ１０３が非検出状態に遷移したことにより、光走査型光電スイッ
チ１のミューティングエリア９８は解除され、光走査型光電スイッチ１の保護領域Ａに物
体Ｍが侵入すると、直ちに警報信号が出力される。
【０１２１】
　図２６は、図２４、図２５で説明した動作のタイムチャートである。第１～第４ミュー
トセンサ１０１～１０４は、非検出状態でローレベル(オフ状態)であり、検出状態でハイ
レベル(オン状態)となる信号を出力する。
【０１２２】
　なお、図２６のタイムチャートにおいて、光走査型光電スイッチ１に関して「有」は保
護領域Ａ内への物体Ｍの侵入が有るという意味であり、「無」は保護領域Ａへの物体Ｍの
侵入が無いという意味である。
【０１２３】
　ワークＷの移動に伴って第１～第４のミュートセンサ１０１～１０４が順次検出状態に
遷移する。そして、第１ミュートセンサ１０１が検出状態に遷移してから第２ミュートセ
ンサ１０２が検出状態に遷移するまでの時間差Ｔ1が所定範囲内にあれば、第２ミュート
センサ１０２の出力信号の立ち上がりに同期してミューティング信号がハイレベルに切り
替えられ、光走査型光電スイッチ１のミューティングエリア９８でミューティングが開始
される。したがって、このミューティング動作中は、光走査型光電スイッチ１の保護領域
Ａにおけるミューティングエリア９８は、事実上、無効エリアとなる。
【０１２４】
　ミューティング状態となってから経過時間Ｔ２が所定時間Ｔc以上となった場合、およ
び、ミューティングエリアを除く保護領域Ａへ対象物(物体Ｍ)が侵入したことを光走査型
光電スイッチ１が検知した場合には、ミューティングは強制終了される。ユーザが所定時
間Ｔcを設定するときに例えば５分というように上限値を設けてもよい。なお、ミュート
センサ１０１～１０４として光電式のセンサを例に説明したが、ミュートセンサとして、
電波音波、超音波、接触式センサであってもよい。
【０１２５】
　また、搬送装置Ｖを使って高さの異なるワークＷが所定の規則に従って搬送されるとき
には、ワークＷがゲート１００を通過するタイミングをゲート１００の上流側に配置した
センサで検出して、このセンサからのタイミング信号に基づいて、ワークＷの高さに合致
したミューティングエリア９８に切り替えるようにしてもよい。
【０１２６】
　図２７～図２９は、高さや幅の異なるワークＷに夫々対応した複数のミューティングエ
リア９８を設定した場合の例を説明するための図である。
【０１２７】
　ここにワークＷは例示的に自動車だとすると、第１の車種の自動車Ｗ１は比較的高さ寸
法が高く且つ車幅寸法が小さい。これに対して第２の車種の自動車Ｗ２は比較的高さ寸法
が低く且つ車幅寸法が相対的に大きい。図２７～図２９を参照して、ゲート１００を挟ん
で左側が侵入禁止エリアであり、ゲート１００の上端横バーの中央部分に光走査型光電ス
イッチ１が配設され、この光走査型光電スイッチ１の走査面３９はゲート１００で囲まれ
た鉛直面に沿って設定され、これによりゲート１００の開口には光走査型光電スイッチ１
によってライトカーテンが形成されている。
【０１２８】
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　光走査型光電スイッチ１を起点とした矢印は光走査型光電スイッチ１の光軸を例示的に
示す。図２８は、第２の車種の自動車Ｗ２がゲート１００を通過するときには、比較的低
い台形の第１のミューティングエリア９８(1)が設定され、第１の車種の自動車Ｗ１がゲ
ート１００を通過するときには、比較的高い台形の第２のミューティングエリア９８(2)
が設定される。ゲート１００を通過する自動車Ｗの車種の順序が予め決まっているのであ
れば、この順序に従って車種に対応したミューティングエリア９８が車種毎に設定される
。
【０１２９】
　図３０～図３２は、種類の異なるワークＷが搬送される場合に、ワークＷの高さをセン
サ１２１～１２３で検出することで、ワークＷの高さ及びこの高さからワークＷの種類が
規定されるのであれば、各種のワークＷの外形輪郭に整合する複数のミューティングエリ
ア９８を設定しておくことで、ワークＷに対応したミューティングエリア９８を設定する
例を示す。
【０１３０】
　図３０を参照して、ゲート１００には、垂直方向下向きに光走査型光電スイッチ１が設
置され、この光走査型光電スイッチ１の光軸によってゲート１００の開口に反射型のライ
トカーテンが形成される。その起立した支柱１００ａに上下に離間して低位置に設置した
低位センサ１２１、中位置に設置した中位センサ１２２、高位置に設置した高位センサ１
２３が配設され、ゲート１００に入る前に、つまり、光走査型光電スイッチ１の光軸によ
り形成されているライトカーテンを通過する前に、この低位、中位、高位のセンサ１２１
～１２３のＯＮ/ＯＦＦの組み合わせによってワークＷの高さ及びこれに基づいてワーク
Ｗの種類を判断して、ワークＷの外形輪郭に対応したミューティングエリア９８(1)～９
８(4)に切り替える制御例を示す。
【０１３１】
　図３１(a)は、低位、中位、高位の高さの異なる位置に配設したセンサ１２１～１２３
が全て入光した場合を示す。この場合には、低位センサ１２１にも干渉しない程度のワー
クＷであるとして、比較的高さの低い第１のミューティングエリア９８(低)或いは実質的
にミューティングエリアが存在しない第１のミューティングエリア９８(低)が設定される
。
【０１３２】
　図３１(b)は、低位、中位、高位の高さの異なる位置に配設したセンサ１２１～１２３
のうち低位センサ１２１がワークＷと干渉して遮光した場合を示す。この場合には、低位
センサ１２１の配設高さよりも高いが中位センサ１２２の配設高さよりも低いワークＷで
あるとして、高さが中程度の第２のミューティングエリア９８(中)が設定される。
【０１３３】
　図３２(c)は、低位、中位、高位の高さの異なる位置に配設したセンサ１２１～１２３
のうち低位センサ１２１と中位センサ１２２がワークＷと干渉して遮光した場合を示す。
この場合には、中位センサ１２２の配設高さよりも高いが高位センサ１２３の配設高さよ
りも低いワークＷであるとして、高さが比較的高い第３のミューティングエリア９８(高)
が設定される。
【０１３４】
　図３２(d)は、低位～高位までセンサ１２１～１２３の全て遮光した場合を示す。この
場合には、高位センサ１２３にも干渉する高さの高いワークＷであるとして、高さの最も
高い第４のミューティングエリア９８(極高)が設定される。この第４のミューティングエ
リア９８（極高）は、保護領域Ａの全部の領域であってもよい（「全ミュート」）。
【０１３５】
　このように、光走査型光線スイッチ１の保護領域Ａに複数の任意のミューティングエリ
ア９８を用意し、適したミューティングエリア９８を必要なタイミングで必要な時間設定
し、別のミューティングエリア９８が適当であれば、この別のミューティングエリア９８
に切り替えるようにしてもよい。
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【０１３６】
　なお、低位、中位、高位のセンサ１２１～１２３の出力は、一旦ＯＮ状態（ワークＷ検
知状態＝遮光状態）になると、その後、入光しても直ぐにＯＦＦ状態に遷移しないで、予
め設定された所定の期間入光し続けた後にＯＦＦ状態に変化する。この所定の期間は、ワ
ークＷが光走査型光電スイッチ１の光軸によって形成されるライトカーテンを完全に通過
した後に、低位、中位、高位のセンサ１２１～１２３の出力がＯＦＦするようにユーザに
よって設定されている。
【０１３７】
　図３０乃至図３２を参照して説明した例では、保護領域Ａの中にミューティングエリア
９８を設ける共に、ミューティングエリア９８として複数のエリアを用意して、適宜ミュ
ーティングエリア９８を切り替えるようにしてある。この変形例として、例えば図３１(a
)のミューティングエリア９８(低)を除去した領域を保護領域Ａとして設定し、この保護
領域Ａに付加してミューティングエリア９８（低）を追加するようにしてもよい。勿論、
図３１(b)のミューティングエリア９８（中）を除去した領域を保護領域Ａとして設定し
、この保護領域Ａに付加してミューティングエリア９８(中)を追加するようにしてもよい
。図３２(c)についても同様であり、ミューティングエリア９８（高）を除去した領域を
保護領域Ａとして設定し、この保護領域Ａに付加してミューティングエリア９８（高）を
追加するようにしてもよい。また、図３２(d)についても同様であり、ミューティングエ
リア９８（極高）を除去した領域を保護領域Ａとして設定し、この保護領域Ａに付加して
ミューティングエリア９８（極高）を追加するようにしてもよい。
【０１３８】
　そして、低位センサ１２１、中位センサ１２２、高位の高さの異なる位置に配設したセ
ンサ１２１～１２３が全て入光した場合には、図３１(a)に関連して説明した保護領域Ａ
（第１ミューティングエリア９８（低）付き）を設定し、低位センサ１２１がワークＷと
干渉して遮光した場合には、図３１(b)に関連して説明した保護領域Ａ（第２ミューティ
ングエリア９８（中）付き）に切り替えて設定するようにしてもよい。更に、低位センサ
１２１と中位センサ１２２がワークＷと干渉して遮光した場合したときには、第３ミュー
ティングエリア９８(高)付き保護領域Ａに切り替えて設定し、低位～高位までセンサ１２
１～１２３の全て遮光したときには、第４ミューティングエリア９８（極高）付き保護領
域Ａに切り替えるようにしてもよい。
【０１３９】
　保護領域の切替え制御：
　ミューティングエリア無しに複数の保護領域Ａ(1)～Ａ(3)を設定しておき、所定の順序
で保護領域Ａを切り替えるようにしてもよい。図３３はその適用例を説明するための図で
ある。工場内など決められた通路を自走する台車１３０の先端に光走査型光電スイッチ１
を設置しておき、通路１３１の状態に対応して保護領域Ａ(1)～Ａ(3)を切り替えるように
してもよい。この場合、３つの保護領域Ａ(1)～Ａ(3)を設定したとすると、この保護領域
Ａ(1)～Ａ(3)の切り替え順序を台車１３０からの入力信号（台車１３０の動作）に連係し
て予め設定できるようにしてもよい。この図３３の例であれば、保護領域Ａの切替え順序
としてＡ(1)→Ａ(2)→Ａ(3)→Ａ(1)に設定し、この保護領域Ａの切替えは、例えば台車１
３０のタイヤの向きに連動した台車１３０からの信号に基づいて実行するように設定でき
るのがよい。
【０１４０】
　また、保護領域Ａの切替えに際して台車１３０の停車を伴う場合には、一時的に、レー
ザ光の出射を停止する機能つまり投光停止機能を備えているがよい。これにより安全出力
がＯＦＦとなるため台車１３０へは動作不許可信号が供給されることになるが、台車１３
０はレーザ光の出射を停止する前に停車しているため、実質的な不都合はない一方で他の
光電スイッチとの不要な光の干渉を防止することができる。
【０１４１】
　複数系統出力：
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　上述したように安全装置としての光走査型光電スイッチ１はミューティング機能を備え
ている。光走査型光電スイッチ１は、多光軸光電スイッチと同様に他にも幾つかの機能が
提案され、また、今後の開発される可能性を含むが、一例としてインターロック機能を挙
げることができる。インターロック機能とは、光走査型光電スイッチ１の安全出力がＯＦ
Ｆ状態（動作不許可）からＯＮ状態（動作許可）に自動的に変化するのを阻止する機能で
あり、このインターロック機能により、機械が意図せずに起動又は再起動するのを防止す
るのに役立てられる。
【０１４２】
　また、光走査型光電スイッチ１にはスタートインターロック機能とリ・スタートインタ
ーロック機能が用意される。スタートインターロック機能とは、光走査型光電スイッチ１
に電源を投入したとき又は停電後に復電したとき、手動でスタートインターロックをリセ
ットするまで安全出力をＯＦＦに保持する機能である。リ・スタートインターロック機能
とは、光走査型光電スイッチ１が運転中に安全出力がＯＦＦ状態になったときに、手動で
リ・スタートインターロック機能を解除するまで安全出力をＯＦＦに保持する機能である
。また、これらの機能は動作モードに応じて夫々個別的に有効とするか無効とするかを選
択することができる。例えば、マニュアルスタート・マニュアル・リ・スタートモードで
あれば、両方のインターロック機能が有効となり、マニュアルスタート・オート・リ・ス
タートモードであれば、スタートインターロック機能が有効となり、リ・スタートインタ
ーロック機能が無効となり、オートスタート・オート・リ・スタートモードであれば、両
方のインターロック機能が無効となる。
【０１４３】
　光走査型光電スイッチ１は複数系統の出力を有するのがよく、各系統の出力毎に、ミュ
ーティング機能、インターロック機能などの各種安全機能や動作モードをユーザが設定で
きるのがよい。図３４はその一例を示す。防護柵３で包囲された危険領域の中に作業ロボ
ット２が設置され、この作業ロボット２は作業台１４０の上でワークＷに対する作業を行
う。この作業ロボット２には、これを挟んで左右にワーク搬送台１４１ａ、１４１ｂを有
し、各ワーク搬送台１４１ａ(又は１４１ｂ)はレール１４２ａ(又は１４１ｂ)に案内され
て前後に自走する。各ワーク搬送台１４１ａ(又は１４１ｂ)は、作業ロボット２に接近し
た第１位置と、作業ロボット２から離れて外部とアクセス可能な出入口１４２に接近した
第２位置とを取ることができ、この第２位置で作業者がワークをワーク搬送台１４１ａ(
又は１４１ｂ)に載置し、ワークＷを受け取ったワーク搬送台１４１ａ(又は１４１ｂ)は
第１位置に移動する。作業ロボット２は第１位置のワーク搬送台１４１ａ(又は１４１ｂ)
からワークを受け取り、そして、受け取ったワークＷを作業台１４０で処理する。
【０１４４】
　左右の出入口１４３ａ、１４３ｂの近傍には、夫々、光走査型光電スイッチ１によって
保護領域Ａ(a)、Ａ(b)が設定されている。この光走査型光電スイッチ１には、各出入口１
４３ａ（又は１４３ｂ）の近傍に配設された第１、第２のミュートセンサ１０１ａ（又は
１０１ｂ）、１０２ａ（又は１０２ｂ）からの信号が入力される。
【０１４５】
　光走査型光電スイッチ１は第１、第２の出力系統１４５、１４６を有し、第１の出力系
統１４５はワーク搬送台１４１の駆動源に接続され、第２の出力系統１４６は作業ロボッ
ト２の駆動源に接続されている。光走査型光電スイッチ１の第２出力系統１４６はミュー
ティング機能を有する（図３５）。第１出力系統１４５は保護領域Ａに物体Ｍ（例えば作
業者）が侵入すると安全出力としてＯＦＦ信号がワーク搬送台１４１に向けて出力される
。第２出力系統１４６はミューティング機能が設定され、ミューティング機能が動作して
いるときには、保護領域Ａに例えば作業者が侵入しても、この侵入検知に関わらず安全出
力としてＯＮ信号（安全信号）が作業ロボット２に出力される。
【０１４６】
　第１、第２のミュートセンサ１０１ａ（又は１０１ｂ）、１０２ａ（又は１０２ｂ）が
ワーク搬送台１４１ａ（又は１４１ｂ）を検知すると、光走査型光電スイッチ１のミュー
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ティング機能が動作し、第１、第２のミュートセンサ１０１ａ（又は１０１ｂ）、１０２
ａ（又は１０２ｂ）がワーク搬送台１４１ａ（又は１４１ｂ）を検知していないときには
ミューティング機能の動作は停止する。
【０１４７】
　図３４に戻って、図３４には、右側のワーク搬送台１４１ａが第２位置に位置しており
、このワーク搬送台１４１ａによって右側出入口１４３ａが塞がれた状態になっている。
この右側のワーク搬送台１４１ａによって第１、第２のミュートセンサ１０１ａ、１０２
ａは遮光状態となり、これにより光走査型光電スイッチ１の第２出力系統１４６はミュー
ティング動作中となる。したがって、右側の保護領域Ａ(ａ)に作業者が入ってワークを右
側のワーク搬送台１４１ａに載置し、また、右側のワーク搬送台１４１ａの上の加工済み
のワークＷを受け取る作業を行ったとしても、第２出力系統１４６はミュート中であるた
め安全信号が作業ロボット２に供給され、作業ロボット２は作業を行うことができる。他
方、第１出力系統１４５は保護領域Ａ（ａ）に作業者が侵入していることから警報信号が
生成されて右側のワーク搬送台１４１ａに警報信号が出力され、これにより右側のワーク
搬送台１４１ａは動作停止の状態なる。もっとも、右側のワーク搬送台１４１ａは右側出
入口１４３ａの近傍で停止した状態にあることから、光走査側光電スイッチ１から警報信
号を受け取ったとしても動作停止状態であることに変わりはないので不都合はなく、一方
、不意なワーク搬送台１４１ａの動作を防止できるため、ワーク搬送台１４１ａにより塞
がれていた右側出入口１４３ａが開放した防護柵３内への侵入経路ができてしまうのを防
止することができる。
【０１４８】
　左側のワーク搬送台１４１ｂは作業ロボット２に隣接した位置にあり、左側出入口１４
３ｂは開放された状態にある。この左側出入口１４３ｂの近傍領域は光操作型光電スイッ
チ１によって保護領域Ａ(b)が設定されていることから、この左側保護領域Ａ(b)に作業者
が侵入すると、直ちに、第１、第２の出力系統１４５、１４６を通じて左側作業台１４１
ｂ及び作業ロボット２に警報信号が出力され、左側作業台１４１ｂ及び作業ロボット２が
緊急停止される。
【０１４９】
　仮に、光走査型光電スイッチ１が１系統出力しか有していないときには、これを分配し
てワーク搬送台１４１及び作業ロボット２に光走査型光電スイッチ１の出力を接続したと
きには、ワーク搬送台１４１ａの不意な動作を防止するためにはミューティング機能を使
用することはできず、保護領域Ａに作業者が入り込んで作業する間は、作業ロボット２の
動作が保護領域Ａにいる作業者に危険を及ぼすものではないにもかかわらず作業ロボット
２を停止させることになり、稼働率を下げることになる。光走査型光電スイッチ１が例え
ば第１、第２の出力系統を有し、光走査型光電スイッチ１にミュート設定されたとしても
、作業ロボット２に接続された第２出力系統に対してだけミューティング機能を働かせる
設定を行い、ワーク搬送台１４１に接続された第１出力系統１４５にはミューティング機
能を働かせない設定を行うことで安全性を確保しながら作業ロボット２の稼働率を高める
ことができる。
【０１５０】
　また、上述した例以外にも、例えばワーク搬送台１４１ａ、１４１ｂ及び作業ロボット
２が同期動作しており、ワーク搬送台１４１ａ、１４１ｂにはワークＷを保持するための
図示しない電動クランプが設置されている場合、前述した第１出力系統１４５が電動クラ
ンプの動力源に接続され、前述の第２出力系統１４６が同期動作する作業ロボット２及び
ワーク搬送台１４１ａに接続されることで、作業ロボット２を動作させたままで電動クラ
ンプへのワークＷの受け渡し、ワークＷの交換、電動クランプからワークＷの取り外しを
作業者が安全に行うことができる。なお、ワーク搬送台１４１ａへは前述の例とは異なり
不意なワーク搬送台１４１ａの動作により、ワーク搬送台１４１ａにより塞がれていた右
側出入口１４３ａが開放して防護柵３内への侵入経路ができてしまう虞があるが、この場
合、ミュートセンサ１０１ａが非検知状態(入光状態)となるためミューティング状態が解
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除される。したがって、このミューティング解除の時点で、作業ロボット２及びワーク搬
送台１４１ａが緊急停止することで作業者の安全を担保することができる。
【０１５１】
　ここに、緊急停止とは、リ・スタートインターロック機能を有効化していることを意味
しており、第２出力系統１４６に対してリ・スタートインターロック機能が有効化されて
いる。上述の２例において、第２出力系統１４６がＯＦＦ状態になるときは、ワーク搬送
台１４１ａにより塞がれていた右側出入口１４３ａが開放して防護柵３内への侵入経路が
できている虞があるため、保護領域Ａに侵入した作業者により第２出力系統１４６がＯＦ
Ｆ状態になった後、作業者が保護領域Ａから退避したとしても、光走査型光電スイッチ１
は物体Ｍが保護領域Ａに存在しないことは確認できるものの、作業者が防護柵３よりも外
側に退避したのか、それとも侵入経路を通じて防護柵３内に侵入してしまったかまでは確
認できない。そこで、第２出力系統１４６に接続された機械（危険源）の再起動は自動的
に行わず、人による人為的な安全確認の後に、光走査型光電スイッチ１はリセット手動入
力を受け付けることで始めて第２出力系統１４６をＯＮ状態にするか否かを判断する。
【０１５２】
　その一方で、第１出力系統１４５は作業者が正規の作業を行うときでもＯＦＦ状態にな
り、また、正規な状態において侵入経路はワーク搬送台１４１ａにより塞がれていること
から光走査型光電スイッチ１により物体Ｍが保護領域Ａに存在していないことを確認でき
れば作業者が防護柵３の外側に退避したとみなせるため、第１出力系統１４５に接続され
た機械（危険源）の再起動が自動的行われるのが好ましい。つまり、機械（危険源）は通
常停止であることから、作業者が保護領域Ａから退却した段階で機械（危険源）が自動的
に再起動するのが好ましいし、また、作業効率もよい。したがって、第１出力系統１４５
についてはリ・スタートインターロック機能を無効化する、つまりマニュアルスタート・
オート・リ・スタートモード或いはオートスタート・オート・リ・スタートモードを設定
するのがよい。これに対して、第２出力系統１４６は緊急停止を伴うことから、作業者が
保護領域Ａから退却したとしても機械（危険源）が自動的に再起動するは望ましくない。
したがって、第２出力系統１４６はリ・スタートインターロック機能を有効化することで
、マニュアルスタート・マニュアル・リ・スタートモードで動作させるのが好ましい。な
お、多出力系統のうち、インターロック機能が有効化されたいずれか一つの出力系統がＯ
ＦＦ状態になった場合は、緊急停止とみなして、他の出力系統もＯＦＦ状態にするように
構成してもよい。これにより通常作業時には自動再起動の利便性が得られると共に緊急停
止時には全ての出力系統がＯＦＦ状態となり、少なくともリセットの手動入力があるまで
はＯＮ状態に変化しないため安全性の確保を担保できる。
【０１５３】
　上述したように、光走査型光電スイッチ１に対してユーザが設定可能な各種の機能やモ
ードに関して、光走査型光電スイッチ１が複数の出力系統を備え且つ各出力系統毎に機能
やモードを設定できることで単体の光走査型光電スイッチ１が様々な状態に合理的に対応
することができる。
【０１５４】
　また、１つの保護領域Ａ(１)が設定された例を示したが、これに限らず、第１、第２の
出力系統１４５、１４６の夫々について保護領域をユーザの設定によって別々に割り当て
るように構成してもよい。保護領域を別々に割り当てる構成の場合に同一位置で同一形状
の保護領域を設定できるように、一方の保護領域の設定を他方の保護領域の設定に反映で
きるように構成してもよいし、同一位置で同一形状の保護領域を設定するための設定モー
ドを設けるように構成してもよい。更に、第１、第２の出力系統１４５、１４６は、夫々
、同一の出力状態（ＯＮ状態/ＯＦＦ状態）を示す２つの出力（ＯＳＳＤ１、ＯＳＳＤ２
、ＯＳＳＤ３、ＯＳＳＤ４）で構成されているのがよい。各出力は、ＯＮ状態のときには
、瞬間的に(各出力に接続される外部デバイスが、その出力がＯＦＦになったことを認識
しない程度の時間で)ＯＦＦとなる自己診断パルスつまり検査信号を重畳し、故障検知手
段５８は各出力がいつでもＯＦＦできるかを確認される。
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【０１５５】
　また、図３６に示すように、検査信号である自己診断パルスを重畳するタイミングを各
出力で互いに異ならせる、つまり時分割で異なるタイミングで重畳させることで、故障検
知手段５８が、各出力が短絡していないことを確認できるように構成するがよい。換言す
れば、安全出力同士で短絡が発生したとしても故障を検知することができる。
【０１５６】
　自己診断パルスによる安全検出手段は、動作許可を示す安全信号を出力しているときに
、この安全信号に重畳した検査信号に基づいて不許可を示す安全信号が出力可能であるか
否かを出力デバイス（ＯＳＳＤ）単位で判定し、出力が可能でない（出力不可能）と判定
すると動作許可を示す安全信号に代えて動作不許可を示す安全信号を出力することで、少
なくとも同一出力系統の他の出力デバイス（ＯＳＳＤ）により動作不許可を示す安全信号
が外部機械（危険源）に出力されることから、外部機械は、動作不許可信号を受け付ける
か、あるいは、同一出力系統の出力デバイス（ＯＳＳＤ）のＯＮ/ＯＦＦ論理不一致によ
り、安全が確認できないことを認識できる。これにより光走査型光電スイッチ１の安全性
が担保される。
【０１５７】
　複数系統出力と検出能力の個別設定：
　光走査型光電スイッチ１が複数の出力系統を具備するときに、検出感度を含む検出能力
についても各出力系統毎にユーザが設定できるようしてもよい。図２でも例示したように
、検出能力を出力系統毎に設定する点について具体的に説明すると、検出能力として通常
の能力に設定された第１保護領域Ａ１(通常能力)と、この第１保護領域Ａ１の周囲を含み
且つ高い能力に設定された第２保護領域Ａ２とがユーザによって設定されているとする。
この場合に、第２保護領域Ａ２に対応する第２安全出力がＯＮ状態のときには機械(ロボ
ット)の駆動源（モータ）は通常の速度で動作し、この第２保護領域Ａ２に対応する第２
安全出力がＯＦＦ状態のときは機械(ロボット)の駆動源（モータ）は低速で動作するよう
に設定し、その一方で、第１保護領域Ａ１に対応する第１安全出力がＯＮ状態のときには
機械(ロボット)の駆動源（モータ）には電力を供給し、この第１保護領域Ａ１に対応する
第１安全出力がＯＦＦ状態のときは機械(ロボット)の駆動源（モータ）に電力を供給しな
いように設定することができる。特に、高速動作する機械や高慣性力（高イナーシャ）の
機械の場合、モータへの電力供給を遮断したとしてもモータは急停止することができない
ため、機械に対して第１保護領域Ａ１よりも遠方まで拡大した第２保護領域Ａ２で、対象
物(物体Ｍ)を検知したときに機械（モータ）を低速動作に変化させることで、第１保護領
域Ａ１で対象物（物体Ｍ）を検知した時点で機械（モータ）を急停止することが容易にな
る。したがって、２系統出力の各々に検出能力をユーザの手で設定可能にすることで、安
全性を担保したままで機械の通常の動作のときの速度を高速化することができる。
【０１５８】
　ここに、設定可能な検出能力とは、検出感度の他に、応答時間、最小検出体、受光感度
などを含む。応答時間とは、所定時間あるいは所定回数連続して保護領域Ａ内の物体Ｍを
検知して初めて光走査型光電スイッチ１が保護領域Ａ内に物体Ｍが存在すると判定すると
きの所定時間あるいは所定回数連続する時間に相当する設定条件である。したがって、応
答時間が短いと検出能力が高くなり、応答時間が長いと検出能力は低くなる。最小検出体
は、光走査型光電スイッチ１が確実に検出し得る検出体のサイズのうち最小のものであり
、光走査型光電スイッチ１の光軸密度に依存するものである。設定した最小検出体が小さ
い（光軸密度が高い）と検出能力は高くなり、設定した最小検出体が大きい（光軸密度が
低い）と検出能力は低くなる。例えば１走査毎の物体を検出する光軸数を設定し、設定し
た光軸数以上で物体Ｍを検知して始めて光走査型光電スイッチ１が保護領域Ａ内に物体Ｍ
が存在すると判定するように構成することで、実質的に光軸密度を変化させ、検出能力を
変化させることができる。受光感度は、受光信号の増幅率や受光信号に対するしきい値の
ことであり、増幅率を下げたりしきい値を下げることで検出能力は高くなり、増幅率を下
げたりしきい値を上げることで検出能力は低くなる。
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【０１５９】
　検出能力と安全機能（ミューティング機能等）とを分けて複数系統出力との関係を説明
したが、検出能力と安全機能を複合して各出力系統毎に設定できるのは言うまでもない。
複数の出力系統に対して各出力系統毎に個別に検出能力を設定することに関しては、光走
査型光電スイッチ１に限らず多光軸光電スイッチや単一の光軸の光電スイッチなどの安全
機器にあっても有効であるのは勿論である。例えば多光軸光電スイッチを地面に対して水
平に設置し、第１安全出力を機械（危険源）に近い側の一又は複数の光軸を割り当て、第
２安全出力を機械（危険源）から遠い側の一又は複数の光軸を割り当てることで、上記の
例と同様に第１安全出力を通常の検出能力に設定し、第２安全出力を相対的に高い検出能
力に設定することができる。ここに、検出能力とは、応答時間、最小検出体、受光感度な
どを意味するのは上述したとおりである。
【０１６０】
　他方、複数の出力系統に対して各出力系統毎に個別に安全機能を設定することに関して
は、光走査型光電スイッチのように物体Ｍの位置を検出する安全機器に有効であり、光走
査型光電スイッチの他に、安全画像スイッチを挙げることができる。画像素子を内蔵した
安全画像スイッチの場合、撮像した二次元画像に対して第１、第２の安全出力に対する保
護領域を設定し、或いは１又は複数の安全画像スイッチで撮像した二次元画像から認識さ
れる三次元の最大保護空間に対して保護空間を設定して第１、第２の出力系統に対して個
別に安全機能を設定すればよい。
【０１６１】
　上記の例では、光走査型光電スイッチ１は、複数系統出力の各系統毎にミューティング
機能やインターロック機能などの安全機能の設定や、応答時間、最小検出体や受光感度な
どの検出能力の設定を行うように構成されているが、更に、他の系統出力の出力状態をそ
のまま反映して、重畳する自己診断パルスのみを各出力独自にできる設定条件を選択でき
るように構成してもよいし、その系統出力をＯＦＦ状態固定とする条件設定をユーザが選
択できるようにしてもよい。このことは安全画像スイッチについても同様である。
【０１６２】
　光電スイッチ間の干渉対策：
　図３３を参照して前述したように、例えば走行台車１３０に光走査型光電スイッチ１を
搭載した場合に、通路１３１の近傍に他の光走査型光電スイッチ１が設置されていると、
台車１が移動する過程で、台車１３０の光走査型光電スイッチ１と、通路１３１の近傍に
定置されている他の光走査型光電スイッチ１との間で干渉が発生する可能性がある。勿論
、この例は単なる一例であり、複数の走行台車１３０の間でも、複数の台車１３０が互い
に接近したときにこれら台車１３０に搭載されている光走査型光電スイッチ１間で干渉の
問題が発生する可能性がある。他の例として挙げれば、定置されている複数の光走査型光
電スイッチ１の間でも干渉の問題が発生する場合もある。この問題は光走査型光電スイッ
チ１間に限定されず、光走査型光電スイッチ１と他の種類の光電スイッチ(光電センサと
同意義)との間でも干渉の問題を発生する可能性がある。
【０１６３】
　図３７は、隣接する２つの光走査型光電スイッチ１Ａ、１Ｂの各々が投光したレーザ光
が入光して干渉する場合と、周囲の構造物で反射したレーザ光が入光して干渉する例を示
しおり、図３８には、２つの光走査型光電スイッチ１Ａ、１Ｂが干渉するときの投光パル
スのタイムチャートである。隣接する光走査型光電スイッチ１、１間の干渉の問題が発生
したときには、対象物（物体Ｍ）までの距離を正しく計算できないという問題を誘発する
原因となる。
【０１６４】
　光走査型光電スイッチ１は次のパラメータで動作するように設定されている。
　(1)光走査型光電スイッチ１は、前述したように円周方向に等間隔に配設した複数のス
リットを光が通過する原理を用いた光電式ロータリエンコーダ２５を備えているが、この
エンコーダ２５の出力を使って投光素子ＬＤの投光タイミングが規定されている。このこ
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とから、角度分解能は前述したように0.36°であり、(2)回転周期（スキャン周期）は30m
sであり、(3)投光周期は30μsである。すなわち、１周３６０°において0.36°毎に投光
動作を行うときには、１周３６０°で合計１０００回の投光動作を実行することになる。
そして、１周の回転周期(スキャン周期)として３０msを設定したときには、投光周期は｛
30ms/1000｝であり、つまり３０μsとなる。スキャン周期つまり走査ミラー１４が１回転
する周期はモータ２４の回転速度によって規定される。
【０１６５】
　光走査型光電スイッチ１と、これに隣接する光電スイッチ(光電センサと同意義)との間
の干渉を回避する一つの手法を図４２に示す。図４２は、第１、第２の光走査型光電スイ
ッチ１Ａ、１Ｂの投光パルスのタイムチャートを示す。この図４２から理解できるように
、第１、第２の光走査型光電スイッチ１Ａ、１Ｂの投光パルスの周期は、第１の光走査型
光電スイッチ１Ａでは３０μsに設定されているのに対して、第２の光走査型光電スイッ
チ１Ｂでは３３μsに設定されており、投光パルスのパルス幅は同じであり、パルス幅を
同じにすることで検出感度の影響を抑えることができる。このように第１、第２の光走査
型光電スイッチ１Ａ、１Ｂとの間で異なる投光周期を設定することで、仮にいずれかの光
軸で相互干渉が発生したとしても、次のスキャンでは互いに回転周期に３６°の位相差が
生じるため、複数回のスキャンで連続して干渉することはない。ちなみに、光電スイッチ
では、ノイズや浮遊物による誤作動を回避するために複数化の検知で初めて出力を変化さ
せるのが一般的であり、したがって、複数の光電スイッチ間で異なる投光周期を設定する
ことで、実用上、隣接する光電スイッチ間での干渉による誤検出を防止することができる
。なお、光走査型光電スイッチ１では、反射光を走査ミラー１４で受けた後に受光レンズ
２０で集光して受光信号を獲得するのが一般的であることから、受光タイミングが同じで
あったとしても光走査型光電スイッチ１の向きにズレがあれば、一般的に言えば干渉の問
題を生じることはない。
【０１６６】
　図４３は光走査型光電スイッチ１の基本構成をブ　図４３は光走査型光電スイッチ１の
基本構成をブロック図的に示す図であり、この図４３の光走査型光電スイッチ１は前述の
２出力系統（図３５）を備えている。投光パルスの周期は、モータ２４の回転速度を設定
すればよく、これは制御手段３０の投受光タイミングを、典型的には外部ＰＣを使って設
定すればよい。勿論、光走査型光電スイッチ１の液晶表示部３４に設定事項を表示してユ
ーザが操作ボタン３６を操作することにより投受光タイミングを設定できるようにしても
よい。設定した投受光タイミングつまり投受光周期は、光走査型光電スイッチ１の内部メ
モリ１４７に、設定保護領域Ａ等と一緒に記憶される。
【０１６７】
　図４４は、複数の光電スイッチ間の干渉を回避するための第２の手法を説明するための
図である。この図４４の例は、第１～第４の四機の光走査型光電スイッチ１Ａ～１Ｄが互
いに同期線で接続されていることを前提としている。すなわち、第１～第４の光走査型光
電スイッチ１Ａ～１Ｄは同期線からの信号で互いにタイミングが規定されており、投光パ
ルスに位相差を設定することで、この第１～第４の光走査型光電スイッチ１Ａ～１Ｄ間の
干渉を防止することができる。投光パルスの位相差として、光走査型光電スイッチ１が投
光してから受光信号を取り込むタイミングが２μsであるのが一般的であるとすると、位
相差として３μsを設定すれば干渉の問題を解消することができる。
【０１６８】
　図４５は、複数の光電スイッチ間の干渉を回避するための第３の手法を説明するための
図である。この図４５の例は、隣接する二機の光電スイッチ１、１間で干渉が発生し、こ
れを検知したときに、次の光軸以降の投光タイミングに関して、何れか一方又は双方の光
電スイッチの投光タイミングを変更することで位相差を設けることを提案するものである
。干渉を検知する手法として、例えば、特定の光軸で不連続に受光を検出するものの複数
回連続して受光を検出しない、その頻度が所定の頻度以上であるときに光電スイッチ間で
の干渉とみなすようにしてもよい。勿論、変形例として、干渉を検知したときに、図４２
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で説明した投光パルスの周期や投光周期（モータ２４の回転速度）を変更する制御を加え
るようにしてもよい。干渉の検出に関し、上述した例の他に、後に図５１のフローチャー
トを参照して投光から受光までの時間差ｔに基づいて干渉している可能性があると判断し
たときに、投光パルスの周期や投光周期（モータ２４の回転速度）を変更する制御を加え
るようにしてもよい。
【０１６９】
　隣接する光走査型光電スイッチ１、１間の干渉を防止するのに、上述したようにモータ
２４の回転速度を異ならせることでスキャン周期を隣接する光走査型光電スイッチ１、１
間で異ならせるのが上述した３つの手法であるが、変形例として、光走査型光電スイッチ
１の投光タイミングをクロック制御するのであれば、光走査型光電スイッチ１の投光タイ
ミングの周期を隣接する光走査型光電スイッチ１、１間で異ならせるようにしてもよい。
すなわち、投光パルスの周期を隣接する光走査型光電スイッチ１、１間で異ならせる構成
を採用してもよい。
【０１７０】
　また、光走査型光電スイッチ１のモータ２４の回転速度又は投光パルスの周期の設定変
更ことに関して、外部パーソナルコンピュータＰＣによることなく、上述したように光走
査型光電スイッチ１の液晶表示部３４と操作ボタン３６とを使って外部パーソナルコンピ
ュータＰＣ無しに行うことができるようにしてもよい。後に図４８を参照して説明するよ
うに、この光電スイッチ１は、幾つかのパラメータについて液晶表示部３４と操作ボタン
３６を使って設定できるようになっているが、このパラメータの設定事項の一つに、モー
タ２４の回転速度又は投光パルスの周期を加えることで、外部パーソナルコンピュータＰ
Ｃを使うことなく、ユーザが隣接する光走査型光電スイッチ１、１間の干渉を防止するこ
とができる。また、光走査型光電スイッチ１の内部メモリ１４７（図４３）に複数の投光
パルスの周期又は複数の投光パルスの周期を記憶させておき、この中からユーザが任意に
選択して、所望の投光パルスの周期又は複数の投光パルスの周期を設定できるように構成
してもよい。勿論、前述した投光から受光までの時間差ｔに基づいて干渉している可能性
があると判断したときに（図５１）、投光パルスの周期や投光周期（モータ２４の回転速
度）を内部メモリ１４７に記憶されている他の投光パルスの周期や投光周期（モータ２４
の回転速度）に切り替える制御を行うようにしてもよい。
【０１７１】
　図３７乃至図４５を参照して他の光電スイッチ（光電センサ）との干渉の問題を解消す
る手法を説明したが、これ以外の外乱光による問題がある。光走査型光電スイッチ１の反
射光に外乱光が重畳すると誤った位置情報を検出してしまうという問題に至り易い。この
問題に対処するために、光走査型光電スイッチ１は、(1)光学フィルタの機能を有する光
透過カバー６２を採用し、(2)フィルタ回路を採用して対象物（物体Ｍ）からの反射光以
外の周波性成分の信号を除去することが行われているが完全という訳ではない。
【０１７２】
　外乱光による影響を受ける可能性がある場合、ユーザは光走査型光電スイッチ１の取り
付け角度や取り付け高さを調整することになるが、この調整を行うに際して、外乱光がど
の方向から入射しているかを確認できれば好都合である。また、調整後に外乱光の影響が
無くなったか否かを確認できれば、光走査型光電スイッチ１の誤動作が発生する毎に光走
査型光電スイッチ１の設置位置の調整を繰り返す必要性も無くなる。前述したように光電
スイッチは、複数回の計測値つまり測距値が連続して保護領域Ａの内側にあることを検知
した後に出力を変化させるように設定するのが一般的であるため、外乱光が直ちに誤動作
を誘発することに至らないにしても、検出能力が劣化した状態（応答時間が長くなった状
態）で動作している可能性があり、このことは安全機器としての光走査型光電スイッチ１
としては好ましくない。
【０１７３】
　光走査型光電スイッチ１は、(1)「運転モード」、(2)「モニタモード」、(3)「設定モ
ード」の３つの動作モードを有し、動作モードを切り替えると、光走査型光電スイッチ１



(31) JP 5572319 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

の液晶表示部３４には図４６の表示に切り替わる。この図４６は、液晶表示部３４の表示
の遷移図であり、図４６の参照符号３４(a)は運転モードで動作中の表示を示し、参照符
号３４(b)はモニタモードのメニュー画面を示し、参照符号３４（c）は設定モードのメニ
ュー画面を示す。
【０１７４】
　前述した図６(ｂ)を参照して、ユーザインターフェース部３６には、液晶表示部３４に
隣接して、操作ボタン３６ａ～３６ｅが配設されている。上下ボタン３６ａ、３６ｂは、
数値入力や表示画面切替えのためのキーである。例えば、上ボタン３６ａは、数値をイン
クリメントするアップキーとして用いることができる。また、下ボタン３６ｂは、数値を
デクリメントするダウンキーとして用いることができる。液晶表示部３４の下方且つ隣接
して３つの操作ボタン３６ｃ～３６ｅが横並びに配列されているが、これらの操作ボタン
３６ｃ～３６ｅは動作モードの切替えや設定値確定のためのキーとして用いられる。例え
ば、中央操作ボタン３６ｃはモード切替えに用いられ、右の操作ボタン３６ｅはエンター
(Enter)キーであり、左の操作ボタン３６ｄは、エスケープ(Esc)キーである。
【０１７５】
　「運転モード」が選択されると光走査型光電スイッチ１は侵入物Ｍの検知を実行する。
「運転モード」から「モニタモード」ヘの切替えは、中央操作ボタン３６ｃ操作すること
によって行うことができる。また、「モニタモード」での動作中に、左の操作ボタン３６
ｄ（Escキー）を操作することで「運転モード」に復帰させることができる。
【０１７６】
　図４７を参照して、「モニタモード」は、入出力状態、エリア監視状況、検知履歴など
を表示する動作モードである。入出力状態としては、光走査型光電スイッチ１の安全出力
の状態、外部リレー回路からの入力状態などを液晶表示部３４に表示してモニタすること
ができる。エリア監視状況としては、設定されている監視エリアの形状、サイズ、検知さ
れた侵入物までの距離などをモニタすることができる。検知履歴としては、安全出力がオ
フ時の検知履歴として、動作不許可信号を出力させるトリガとなった侵入物の位置及び検
知された時刻と、エラー情報などが保持される。このエラー情報の履歴には、安全出力が
ＯＦＦした時刻及びＯＦＦした要因（何故、安全出力がＯＦＦになったのかその原因）が
含まれ、また、外乱光が原因で安全出力がＯＦＦしたときには、外乱光の方位を規定する
光軸番号がエラー情報の履歴に含まれる。
【０１７７】
　検知履歴は、最新のものから順に表示させることができる。この様な検知履歴は、最大
で２０件保持され、新たな検知履歴が得られるごとに最も古いものから順にクリアされる
。侵入物の位置情報としては、例えば、光走査型光電スイッチ１を中心とする直交座標を
用いて、侵入物の位置を示す数値が表示される。また、セーフティセンサ1から侵入物ま
での距離Ｄを示す数値が表示される。また、エラー情報としては、例えば、光透過カバー
６２の汚れや出力短絡などによる不具合の発生を示す情報が表示される。また、履歴情報
としては、位置情報、エラー情報の他に、外部機器からのチェック入力を示す情報がある
。このチェック入力は、安全出力が正しくオフするか否かを確認するための外部入力であ
る。
【０１７８】
　「設定モード」は、保護領域Ａを指定するためのパラメータや外部入力の設定が行われ
る動作モードである。運転モードから設定モードヘは、中央操作ボタン３６ｃ操作するこ
とによって行うことができる。また、「設定モード」での動作中に、左の操作ボタン３６
ｄ（Escキー）を操作することで「運転モード」に復帰させることができる。設定スター
ト画面には、選択可能なメニュー項目が配置され、上下操作ボタン３６ａ、３６ｂを操作
することによって所望のメニュー項目を選択することができる。
【０１７９】
　図４８は、設定モードにおいてパラメータの設定に関する表示画面の一例が示されてい
る。設定変更が可能なパラメータは、再スタート設定、ＥＤＭ、検知分解能、応答時間な
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どを含む。再スタートつまりリ・スタートは、光走査型光電スイッチ１を手動で再スター
トさせるか自動で再スタートさせるかを選択することができる。ＥＤＭに関しては、外部
リレーモニタ機能をオンするかオフするかを選択することができる。侵入物(物体Ｍ)の検
知分解能は所定の範囲内で任意に指定することができる。
【０１８０】
　光走査型光電スイッチ１に接続した外部パーソナルコンピュータＰＣ（図１３）によっ
てエラー情報の履歴を確認することができる。外部パーソナルコンピュータＰＣには、エ
ラー情報の履歴を表示するためのアプリケーションがインストールされており、このプロ
グラムを使ってパーソナルコンピュータＰＣのディスプレイ８１に表示させることができ
る。
【０１８１】
　図４９は、パーソナルコンピュータＰＣによるエラー情報表示に含まれる外乱光の画面
表示の例を示す。パーソナルコンピュータＰＣのディスプレイ８１には、その一側に、エ
ラー情報の履歴が時系列に表示される。この一覧表示には、各エラー情報毎に、(1)エラ
ーの原因、(2)エラー発生時刻、(3)好ましくはエラーが発生した光軸番号が含まれる。ユ
ーザが任意のエラー履歴を選択すると、光走査型光電スイッチ１のシンボルＢと共に外乱
光の方位が目立つ色で表示される。この外乱光に関する表示を、常時表示とするか、常時
は非表示としてユーザが希望したときに表示するかをオプションで設定できるようにして
もよい。図４９は、パーソナルコンピュータＰＣが接続された光走査型光電スイッチ１が
動作状態にあるときのパーソナルコンピュータＰＣのディスプレイ８１の表示例が図示さ
れており、パーソナルコンピュータＰＣによって光走査型光電スイッチ１の動作が常時モ
ニタされている状態にある。この図４９において、光走査型光電スイッチ１のシンボルＳ
の周囲に見られる黒丸は安全出力がＯＦＦ状態となった際の原因箇所の履歴、例えば保護
領域Ａ内での物体Ｍの検出位置の履歴を示す。図４９は、シンボルＳから上方に扇状に広
がるハッチングを付した領域に数多くの外乱光が見られ、この外乱光は、シンボルＳから
放射状に延びる直線で表示される。したがって、ユーザは、シンボルＳから放射状に延び
る直線を見ることで外乱光の方位を知ることができる。
【０１８２】
　また、次に説明するように外乱光を検出したときに、これを光走査型光電スイッチ１の
液晶表示部３４に、図５０に例示するように「警告(Alert)　光干渉(Light Interference
)」と文字表示するのが好ましい。
【０１８３】
　外乱光の検知方法について説明すると、光走査型光電スイッチ１は、投光した光が対象
物（物体Ｍ）にぶつかって反射するときに投光タイミングと受光タイミングとの時間差ｔ
によって距離を計測し、また、受光した光軸番号によって方位を検知する。また、計測し
た距離を受光強度によって補正することで、距離の検知の正確性を高めるように設計され
るのが一般的である。したがって、投光タイミングと受光タイミングとの時間差ｔが所定
の範囲内であれば、対象物（物体Ｍ）による反射光であり正規の光であるとみなすことが
できる。換言すると、投光タイミングと受光タイミングとの時間差ｔが非常に小さいとき
には外乱光であるとみなすことができる。また、投光タイミングと受光タイミングとの時
間差ｔが非常に大きいときにも外乱光であるとみなすことができる。したがって、投光タ
イミングと受光タイミングとの時間差ｔが所定の範囲外であるとき、つまり所定の範囲よ
りも時間差ｔが小さいとき及び所定の範囲よりも時間差ｔが大きいときにはエラー履歴に
記憶され、また、光走査型光電スイッチ１の液晶表示部３４にエラー表示される。また、
光走査型光電スイッチ１が方位を示すインジケータを備えているときには、外乱光の方位
をこのインジケータによって表示するのが好ましい。
【０１８４】
　安全性の確保において問題になるのが、投光タイミングと受光タイミングとの時間差ｔ
が所定の範囲よりも小さいときであり、この場合には、光走査型光電スイッチ１では出力
状態をＯＦＦに移行させる処理を実行するのが好ましい。
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【０１８５】
　図５１は、外乱検知の具体的な手法の一例を示すフローチャートである。前述したよう
に、所定の周期で投光が実行され（ステップＳ１０）、各光軸番号毎に受光の有無が判定
される（ステップＳ１１）。そして受光があれば、対応する光軸番号の投光から受光まで
の時間差ｔが演算され(ステップＳ１２)、この時間差ｔが予め設定されている最小時間差
Ｔminと最大時間差Tmaxとの範囲に含まれているか否かの判定が行われる(ステップＳ１３
)。そして、ＹＥＳつまり実際の時間差ｔが所定の範囲内であれば、ステップＳ１４に進
んで、従来と同様に、対象物（物体Ｍ）の位置(距離)を計測する。なお、対象物（物体Ｍ
）の方位は、光軸番号つまり投光時刻によって規定することができる。そして、対象物(
物体Ｍ)の位置が保護領域であるときにはステップＳ１５からステップＳ１６で光走査型
光電スイッチ１の出力をＯＦＦ状態に移行させ、また、ステップＳ１７でオフ履歴が作成
されてメモリ１４７(図４３)に記憶される。また、警告領域であるときには、ステップＳ
１８からステップＳ１９に進んで、警告領域に侵入した作業者に対して例えば赤色ランプ
の点灯やブザーなどにより警報が行われる。
【０１８６】
　上記ステップＳ１３において、投光から受光までの時間差ｔが、最小時間差Ｔminと最
大時間差Tmaxとの範囲外であると判定されたときには異常であると判定される。すなわち
、このステップＳ１３は異常判定手段を構成し、異常であると判定されたときにはステッ
プＳ２０に進んでエラー履歴が作成され、このエラー履歴はメモリ１４７(図４３)に記憶
される。また、ステップＳ２１で、投光から受光までの時間差ｔが最小時間差Ｔminより
も小さいときには、光走査型光電スイッチ１に近い領域での現象とみなすことができ安全
性を阻害する可能性があるとして、ステップＳ２２に進んで光走査型光電スイッチ１の出
力をＯＦＦ状態に移行させ、また、ステップＳ２３でオフ履歴（ＯＦＦ履歴）が作成され
、このオフ履歴はメモリ１４７(図４３)に記憶される。なお、ステップＳ１３において異
常と判定されたときに液晶表示部３４に異常を示す表示が行われる(図５０)。
【０１８７】
　ユーザは、エラー履歴及びオフ履歴を参照することで、問題の発生原因が一時的な要因
（例えば埃）であるのか継続的な要因（外乱光）であるのかを峻別することができる。外
乱光であるとみされるときには、オフ履歴及びエラー履歴を外部パーソナルコンピュータ
ＰＣを使って外乱情報の詳細を表示することで方位を特定することができ、これにより光
走査型光電スイッチ１の設置角度や設置高さを変更することで対処することができる。
【０１８８】
　光走査型光電スイッチ１に液晶表示部３４を設けることで、図５０を参照して説明した
とおり、この液晶表示部３４を使ってエラー表示を行うことができ、これを見て必要であ
ればユーザは外部パーソナルコンピュータＰＣを使って外乱の分析を行うことができるが
、図５２に図示するように、光走査型光電スイッチ１に方向を指し示すことのできる方位
インジケータ１６０を設け、この方位インジケータ１６０を使って問題の原因の方位を指
し示すようにしてもよい。ちなみに、この図５２に例示の光走査型光電スイッチ１は、そ
の頂部に、円弧状に複数のＬＥＤ１６０ａを等間隔に配置し、外乱の原因の方位に合致す
るＬＥＤインジケータ１６０を点灯することで方位を差し示すことができる。
【０１８９】
　光走査型光電スイッチ１の検出感度維持及び調整機構の具体的な調整手順：
　図９～図１２を参照して前述した検出感度維持及び調整機構を具体的に説明する。この
検出感度維持及び調整機構は、光走査型光電スイッチ１の内部に基準対象物としての２つ
の反射率の異なる第１、第２の反射面７３、７４を含んでいる。そして、光走査型光電ス
イッチ１は、この基準対象物としての第１、第２の反射面７３、７４を、走査ミラー１４
の回転において無効範囲つまり測定領域以外の範囲に配設することで、測定領域での走査
で用いる投光経路、受光経路、レーザ光源ＬＤ、受光素子（光電変換素子）２２を共用す
る構成が採用されている。このことから、走査ミラー１４の測定領域以外の無効回転範囲
において基準対象物（第１、第２の反射面７３、７４）に対して投光し、そして、これに
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より得られる受光信号情報を監視することで光走査型光電スイッチ１の検出感度の劣化を
確認することができる。
【０１９０】
　光走査型光電スイッチ１を工場から出荷する際に、光走査型光電スイッチ１が光透過カ
バー６２を検知しない走査範囲、つまりパルス状のレーザ光が第１、第２の反射面７３、
７４を走査しているときに、製品仕様を満足することのできる最適な検出感度が得られる
ように投光強度及び／又は受光ゲインを調整する。この調整が完了した状態において例え
ば光軸番号「６０」（この光軸番号「６０」は第２反射面（白）７３に投光したときの光
軸番号に相当する）に投光したときの受光強度が「６００」であったとすると、この光軸
番号６０の受光強度「６００」をメモリ１４７（図４３）に記憶する。また、例えば光軸
番号「１０」（この光軸番号「１０」は第１反射面（黒）７２に投光したときの光軸番号
に相当する）に投光したときの受光強度が「１００」であったとすると、この光軸番号１
０の受光強度「１００」をメモリ１４７（図４３）に記憶する。
【０１９１】
　上記の工場出荷時の手順を図５３に基づいて説明する。先ず、ステップＳ１００で光透
過カバー６２を通じてパルスレーザ光を対象物に投光したときに得られる受光信号情報を
取得して、対象物までの距離を計測する。次いで、ステップＳ１０１で、対象物を検知で
きているか否かを判定して、ＮＯであれば、ステップＳ１０２に進んで、投光駆動部１５
０(図４３)を制御して投光強度を増加及び／又は電源回路１５２(図４３)の電圧を増加さ
せることで受光素子２２の受光ゲインを増加させ、再びステップＳ１００に進んで、調整
後の投光強度及び／又は受光ゲインに基づいて対象物までの距離の計測が行われる。そし
て、ステップＳ１０１で対象物を検知できていると判定されたときにはステップＳ１０３
に進んで、光透過カバー６２を通じてパルスレーザ光を対象物に投光したときに得られる
受光信号情報を取得して、対象物までの距離を計測する。
【０１９２】
　次のステップＳ１０４において、光透過カバー６２を検知しているか否かの判定が行わ
れ、このステップＳ１０４でＹＥＳのときには、投光駆動部１５０(図４３)を制御して投
光強度を減少及び／又は電源回路１５２(図４３)の電圧を低下させることで受光素子２２
の受光ゲインを減少させた後に再びステップＳ１０３に進んで、調整後の投光強度及び／
又は受光ゲインに基づいて対象物までの距離の計測が行われる。そして、ステップＳ１０
４で光透過カバー６２の検知が認められないときには、投光強度及び受光ゲインを最適値
に調整できたとして、ステップＳ１０６に進んで、基準対象物の一つである白の第２反射
面７４へ投光したときの受光強度（「基準受光強度ＲＥ（白）」という）をメモリ１４７
（図４３）に記憶させる。また、次のステップＳ１０７で、基準対象物の他の一つである
黒の第１反射面７３へ投光したときの受光強度（「基準受光強度ＲＥ（黒）」という）を
メモリ１４７（図４３）に記憶させる。
【０１９３】
　以上が工場出荷前の手順である。次に、光走査型光電スイッチ１が自律的に検出感度を
調整する手順を図５４に基づいて説明する。先ず、ステップＳ２００において光軸番号５
０（白の第１反射面７４（図１２）へ投光したときに得られる受光強度を取得する。この
受光強度は受光部を構成するＡ/Ｄコンバータ１５４（図４３）を通じて取得することが
できる。この取得した受光強度を「実際の受光強度（白）」と呼ぶ。次いで、メモリ１４
７から「基準受光強度ＲＥ（白）」を取り込み（ステップＳ２０１）、そして次のステッ
プＳ２０２で、「実際の受光強度（白）」が「基準受光強度ＲＥ（白）」よりも小さいか
否かの判定が行われる。このステップＳ２０２においてＹＥＳと判別されたときには、「
実際の受光強度（白）」が低下しているということで、ステップＳ２０３に進んで、投光
駆動部１５０(図４３)を制御して投光強度を増加及び／又は電源回路１５２(図４３)の電
圧を増加させることで受光素子２２の受光ゲインを増加させる。そして、次のステップＳ
２０４で「実際の受光強度（白）」が「基準受光強度ＲＥ（白）」よりも大きいか否かの
判定が行われ、ＹＥＳつまり「実際の受光強度（白）」が高くなっているということで、
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ステップＳ２０５に進んで、投光駆動部１５０(図４３)を制御して投光強度を低下及び／
又は電源回路１５２(図４３)の電圧を低下させることで受光素子２２の受光ゲインを減少
させる。
【０１９４】
　次に、光走査型光電スイッチ１が自律的に故障検知する手順を図５５に基づいて説明す
る。ステップＳ３００において光軸番号１０（黒の第１反射面７３（図１２）へ投光した
ときに得られる受光強度を取得する。この受光強度は受光部を構成するＡ/Ｄコンバータ
１５４（図４３）を通じて取得することができる。この取得した受光強度を「実際の受光
強度（黒）」と呼ぶ。次いで、メモリ１４７から「基準受光強度ＲＥ（黒）」を取り込み
（ステップＳ３０１）、そして、次のステップＳ３０２で、「実際の受光強度（黒）」が
「基準受光強度ＲＥ（黒）－許容値」よりも小さいか否かの判定が行われる。このステッ
プＳ３０２においてＹＥＳと判別されたときには、「実際の受光強度（黒）」が異常に低
下しているということで、ステップＳ３０３に進んで、光走査型光電スイッチ１が故障と
判断して、光走査型光電スイッチ１を安全状態へ移行させる。この安全状態の典型的な処
理は光走査型光電スイッチ１の出力をＯＦＦに変化させる処理である。また、「実際の受
光強度（黒）」が「基準受光強度ＲＥ（黒）＋許容値」よりも大きいときにもステップＳ
２０４からステップＳ３０３に進んで、光走査型光電スイッチ１が故障と判断して、光走
査型光電スイッチ１を安全状態へ移行させる。
【符号の説明】
【０１９５】
　　１　　光走査型光電スイッチ
　　Ｌ１　　レーザ光
　　Ｌ２　　　反射光
　　ＬＤ　　投光素子
　　１０　　投光レンズ
　　１１、１２　投光用ミラー
　　１４　光走査手段（走査ミラー）
　　２０　　受光レンズ
　　２１　　受光反射体
　　２２　光電変換素子(受光素子)
　　２４　　モータ（走査ミラーを駆動）
　　３０　　制御手段
　１４５　　第１出力系統
　１４６　　第２出力系統
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